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南和広域医療組合議会 病院建設運営委員会会議録 

 

平成25年10月31日（木）午後１時46分開会 

          午後４時26分閉会 

 

  出席委員（１１名） 

    委 員 長   植 田 順 作   副委員長   清 須 智 成 

    委  員   国 中 憲 治   委  員   山 口 耕 司 

    委  員   浜 田 賢 治   委  員   吉 井 辰 弥 

    委  員   脇 坂   博   委  員   中 南 太 一 

    委  員   山 本   敏   委  員   新 谷 五 男 

    委  員   春 増   薫 

 

  欠席委員（２名） 

    委  員   銭 谷 春 樹   委  員   中 本 完 治 

 

  傍聴者（４名） 

 

  説明のため出席した者の職氏名 

副 管 理 者 中 野   理  副 管 理 者 岡 本   勇 

副 管 理 者 松 本 昌 美  事 務 局 長 杉 本 憲 史 

財 務 管 理 課 長 小 西 修 司  医 療 企 画 課 長  本 眞 宏 

施 設 整 備 課 長 笠 置 和 章  
財 務 管 理 課 

課 長 補 佐 
片 山 清 章 

財 務 管 理 課 

課 長 補 佐 
松 井 秀 仁  

医 療 企 画 課 

主 幹 
藤 本 和 彦 

施 設 整 備 課 

課 長 補 佐 
吉 田 淳 二       

 

  職務のため出席した事務局職員の職氏名 
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書 記 野 木 重 嗣  書 記 杦 田 嘉 史 

書 記  井 裕 喜    
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開会 午後 １時４６分 

─────────────────────────────────────────────── 

◎開会宣言 

○植田委員長 ただいまから病院建設運営委員会を開会いたします。 

  銭谷春樹委員、中本完治委員の欠席届が提出されておりますので、出席委員は11名で

あり、委員会条例第11条の規定による定足数を満たしており、会議が成立しているこ

とを報告いたします。 

  なお、本日の委員会は、委員会条例第15条の規定により公開としておりますので、傍

聴を許可することで御了解願います。 

─────────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名委員の指名について 

○植田委員長 次に、会議録署名委員を指名いたします。 

  私から指名させていただいてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 異議なしと認めます。 

  それでは、私から署名委員を指名いたします。 

  山本委員、新谷委員を署名委員に指名いたします。よろしくお願いします。 

─────────────────────────────────────────────── 

◎認第１号、平成２４年度南和広域医療組合一般会 

 計決算の認定について 

○植田委員長 次に、地方自治法第292条において準用する同法第121条の規定により、説

明のため理事者に対し、当委員会への出席を求めました文書の写しをお手元に配付し

ておりますので、御了承ください。資料の２番目のところに写しがございます。 

  当委員会につきましては、本会議より付託を受けました認第１号、平成24年度南和広

域医療組合一般会計決算の認定及び議第５号、平成25年度南和広域医療組合一般会計

補正予算（第１号）案の議案、人事案件報告事項について、理事者から報告を求め、

審議を行います。 

  まず、会議次第、付託議案１．認第１号、平成24年度南和広域医療組合一般会計決算

の認定についてから、会計管理者からの説明を求めます。 

  杉本事務局長。 
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○杉本議会事務局長 御指名によりまして、会計管理者であります私のほうから、平成24

年度一般会計決算につきまして御説明申し上げます。 

  座って失礼いたします。 

  お手元の資料、平成25年第２回定例会議案説明資料の１をごらんいただけますでしょ

うか。 

  １ページめくっていただきまして、１ページ目、平成24年度決算概要についてをお開

きいただけますでしょうか。 

  資料の構成といたしましては、資料上段に、歳入歳出総額とその差し引き額でござい

ます実質収支を記載しております。その下にあります帯グラフでございますが、上段

には歳入総額の内訳を、下段には歳出総額の内訳を記載しております。 

  まず、決算額につきましては、歳入歳出とも10億6,419万9,325円でございます。歳入

歳出差し引き額、いわゆる実質収支につきましてはゼロ円でございます。 

  昨年の本委員会でも御説明申し上げましたが、歳入決算額と歳出決算額が同額である

理由といたしましては、本組合の歳入が原則、その執行額に応じた構成団体からの負

担金及び出資金あるいは県補助金のみである結果でございます。 

  次に、棒グラフの上段、歳入の内訳でございます。 

  まず、左側、負担金でございますが、事務局職員給与等の人件費に対する構成団体か

らの負担金が県からの負担金 5,087万 3,025円に１市３町８村からの負担金7,380万

7,572円を合わせまして、合計で１億2,468万597円でございます。 

  続きまして、その右側、県補助金でございますが、これにつきましては、県の地域医

療再生基金、この県の基金につきましては、国の地域医療再生臨時特例交付金を原資

として造成されたものでございますが、この基金を財源とする県からの補助金が事業

費補助金といたしまして１億6,621万7,030円で、下段に記載しておりますように、地

質調査業務委託等の建設改良費に充当しておるところでございます。 

  また、事務費補助金につきましては4,275万4,078円でございます。下段に記載してお

りますように、本組合の事務費に充当しているところでございます。 

  以上、県補助金につきましては事業費補助金、事務費補助金を合わせまして、合計で

２億897万1,108円でございます。 

  続きまして、その右側でございます。諸収入でございますが、組合設立に際して造成

いたしました特定目的基金南和広域医療組合整備運営基金の原資といたしまして、構



－5－ 

成団体のうち五條市を除きます県及び３町８村からの出資金の受け入れが７億3,045万

円、歳計現金の預金利子でございます組合預金利子が８万2,592円、雑入１万5,028円

を合わせまして、合計で７億3,054万7,620円でございます。 

  次、棒グラフ下段、歳出の内訳でございます。 

  まず、人件費でございますが、人件費につきましても総額で１億2,468万597円でござ

いまして、内訳といたしましては、組合議員、監査委員の報酬、識見の副管理者及び

事務局へ御派遣いただいております職員の人件費等で、詳細につきましては記載のと

おりでございます。 

  なお、今当該人件費につきましては、財源といたしまして上段に記載しております構

成団体からの負担金を充当しているところでございます。 

  続きまして、その右側、建設改良費でございます。１億6,621万7,030円でございます。

主な内訳といたしましては、救急病院建設用地の地質調査業務委託料2,522万2,050円、

救急病院等設計業務委託料6,650万円、１行あけまして医療情報システム構築支援業務

委託料2,677万5,000円、さらに最下段でございます。組合会館新築工事といたしまし

て2,870万3,850円等でございます。詳細につきましては記載のとおりでございます。 

  次に、事務費でございます。4,285万1,698円でございます。主な内訳といたしまして

は、議会運営に関する費用といたしまして、議会運営費34万7,776円、組合運営に関す

る費用といたしまして臨時雇い賃金等でございます。また、新築いたしました組合会

館管理に関する費用といたしまして、組合会館管理用備品158万8,545円などがござい

ます。詳細につきましては資料記載のとおりでございます。 

  以上、建設改良費及び事務費につきましては、財源といたしまして上段に記載してお

ります県補助金の全額と合わせまして、諸収入のうち組合預金利子及び雑入を充当し

ているところでございます。 

  最後でございます。基金積立金といたしまして、南和広域医療組合整備運営基金への

積立金が７億3,045万円でございます。この基金積立につきましては、財源といたしま

して上段記載の構成団体からの出資金を出資受入金として諸収入で歳入したものを充

当したものでございます。 

  以上が平成24年度一般会計決算の概要でございます。 

  続きまして、２ページをお開きいただけますでしょうか。 

  ２ページから次の３ページにつきましては、財政状況、決算の状況の公表に関する資
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料を参考資料としてお示ししているものでございます。財政状況の公表につきまして

は、地方自治法第292条において準用いたします第243条の３第１項の規定並びに私ど

も南和広域医療組合財政状況の公表に関する条例の規定に基づき公表するものでござ

います。 

  内容といたしましては、先ほど来御説明いたしました決算の概要をわかりやすく表グ

ラフ等で図示した内容となっております。 

  また、公表の時期といたしましては、条例の規定に基づきまして、12月１日を予定し

ているところでございます。 

  続きまして、４ページをお開きいただけますでしょうか。 

  ４ページ以降につきましては、今議会に上程いたしました議案、認第１号を改めて添

付したものでございます。４ページから11ページまでが決算書でございます。これに

つきましては、先ほど来御説明いたしております決算の内容を款項目に整理し、決算

書の様式に整えたものでございます。 

  12ページをお開きいただけますでしょうか。 

  12ページから13ページまでは財産に関する調書でございます。 

  まず、12ページにつきましては、公有財産、土地及び建物に関しまして、資料左側の

土地の欄につきましては、昨年度購入いたしました大淀町福神の救急病院建設用地４

万6,759平米を、また右側、建物、非木造の欄は、今年度新築いたしております南和広

域医療組合会館147平米を計上したものでございます。 

  続きまして、13ページをお開きいただけますでしょうか。 

  基金に関する調書でございます。南和広域医療組合整備運営基金を計上しております。

内容といたしましては、前年度末現在高２億6,955万円、決算年度中、今年度増額分７

億3,045万円、合わせました結果、今年度末現在高につきましては10億円ちょうどでご

ざいます。 

  14ページから15ページにつきましては、平成24年度中の主要施策の成果に関する報告

書を記載しております。 

  16ページから最終ページ、18ページにつきましては、監査委員のほうから御提出があ

りました決算審査意見書を添付しているところでございます。 

  以上、平成24年度南和広域医療組合一般会計決算についての説明とさせていただきま

す。何とぞよろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 



－7－ 

○植田委員長 会計管理者からの説明が終わりました。 

  質疑に入ります。 

  決算に関して質疑のある委員は挙手をお願いいたします。 

  山口委員。 

○山口委員 諸収入の件でございますけれども、五條市が入っていないのは、私は知って

いますねんけれども、皆さん、存じ上げていない方がたくさんいらっしゃる、何で五

條市だけが入っていないのかという理由をもう一度説明してあげてくれますか。 

○植田委員長 杉本事務局長。 

○杉本議会事務局長 大変失礼いたしました。五條市につきましては、平成23年度の予算

で既に７億何がしを歳入として計上しているところでございます。 

○杉本議会事務局長 ２億何がしでございます。 

○植田委員長 ほかにございませんか。 

  ほかに質疑のある委員はございませんか。 

  いないようでありますので、以上で質疑を打ち切ります。 

  本件の採決につきましては、簡易採決によるものとすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 異議なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  認第１号、平成24年度南和広域医療組合一般会計決算の認定について、原案どおり認

定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 異議なしと認めます。 

  認第１号、平成24年度南和広域医療組合一般会計決算の認定について、原案どおり認

定することに決しました。 

─────────────────────────────────────────────── 

◎議第５号、平成２５年度南和広域医療組合一般会 

 計補正予算（第１号）について 

○植田委員長 続きまして、会議次第、付託議案２．議第５号、平成25年度南和広域医療

組合一般会計補正予算（第１号）（案）について、理事者の説明を求めます。 

  中野副管理者。 
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○中野副管理者 追加資料の配付及び説明についてお願いがございます。 

  提出議案の第５号、平成25年度南和広域医療組合一般会計補正予算（第１号）につき

ましては、整備事業のスケジュール及び総事業の見直しに伴い、本議案を提出させて

いただいているところでございます。委員長の許可をいただきましたら、関係する資

料を配付させていただき、整備スケジュールと、それから総事業費見直し案をまず先

に御説明を申し上げた後に、本補正予算案の御説明を申し上げたいというふうに思い

ますので、よろしくお取り計らいお願いをいたします。 

○植田委員長 それでは、資料の配付を認めます。速やかにお配りください。お願いいた

します。 

  資料の配付漏れはありませんか。 

  それでは、説明をお願いいたします。 

  杉本事務局長。 

○杉本議会事務局長 私のほうからは、１．整備事業スケジュールの見直しにつきまして

御説明を申し上げます。 

  座って失礼いたします。 

  ただいま配付いたしました資料１ページ目をごらんください。 

  資料の構成を記載しております。２ページから３ページにつきまして、救急病院等の

スケジュール、また４ページから５ページに地域医療センターのスケジュール、６ペ

ージには、３病院合わせましたスケジュールを記載しております。 

  それでは、２ページをお開きください。 

  大淀町福神地区に新設いたします救急病院等の整備スケジュールにつきまして、資料

上段には、現在合意いただいております昨年、第２回臨時会時点のスケジュールを記

載しております。平成24年４月から基本設計、実施設計に着手いたしまして、以降の

建設工事を合わせまして、全体で41カ月の工期の後、平成27年９月に救急病院の供用

開始を行う予定でございました。 

  これに対しまして、資料の中段でございますが、現時点でのおくれ及び今後想定され

ます事由によりまして、今回10カ月の工期延伸をお願いするものでございます。詳細

につきましては、次の３ページで改めて御説明いたしますが、結果、資料下段に記載

しておりますスケジュールの見直しを今回お願いするものでございます。 

  見直し後のスケジュールにおきましては、ただいま進捗中の実施設計につきましては、
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本年11月末に完了し、その後、発注手続を経まして、議会承認後、来年26年３月末に

建設工事に着手し、24カ月の工期で平成28年３月末に工事完了、開院準備の後、平成

28年７月に救急病院の供用開始をする予定という内容でございます。 

  次の３ページをお開きいただけますでしょうか。 

  整備事業スケジュールの見直し、救急病院に係る部分の概要でございます。 

  １つ目といたしまして、基本設計の段階で高低差のある敷地条件のもと、駅からのア

プローチ、安全な駐車場計画等、利用者の利便性を考慮するとともに、工事の工期短

縮及びコスト縮減が図れるよう、造成エリアを最小限に抑制する土地利用計画の作成

に時間を要したこと。また、病院からの眺望軸及び病院、看護専門学校を含む附属施

設等の全体の建物配置計画、建物構造計画の作成に時間を要したことから３カ月のお

くれが生じております。 

  ２つ目といたしまして、基本設計から実施設計に至る過程におきまして、患者様に安

心・安全な療養環境とするため、また病院スタッフにとっても働きやすい病院とする

ため、現在の３病院の医師を初めといたしました現場職員とヒアリングを行った結果、

その意見調整に時間を要したことから既に３カ月のおくれが生じております。 

  加えて今後でございますが、３つ目といたしまして、発注方式をこれまで一般競争入

札を想定し、業者選定期間を３カ月と予定しておりましたが、奈良県に準じまして総

合評価落札方式とすることとし、その期間といたしまして４カ月を要することから、

１カ月のおくれが生じる予定でございます。 

  最後に４つ目といたしまして、建設工事の工事期間について高低差のある敷地条件の

もと、より安全な構造を確保するため、造成工事あるいは擁壁等につきまして２カ月

追加するとともに、駐車場整備を含む外構工事につきましても１カ月追加、合わせま

して３カ月の追加を想定しているところでございます。 

  以上、合計いたしまして10カ月のスケジュールの遅延をお願いするものでございます。 

  続きまして、次、４ページをお開きいただきますでしょうか。 

  地域医療センターのスケジュールの見直しについてでございます。 

  さきの２ページと同様、現行については上段に記載しております。今回見直しをお願

いいたします資料につきましては、下段に記載しておるところでございます。 

  資料中段のところ、延伸等の事由でございますが、まず①、緑枠で囲っている分でご

ざいますが、これにつきましては、救急病院供用開始時期が10カ月延伸となることに
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伴いまして、それぞれの地域センターの改修工事の着工時期の変更でございます。県

立五條病院につきましては、従前、27年４月の予定でございましたが、12カ月延伸の

28年４月、また吉野病院につきましては、27年７月の予定でございましたが、28年１

月、６カ月の延伸で着工を行ってまいりたいと考えております。 

  一方で、その右側、青枠のところでございます。②工期の短縮を図っておるところで

ございます。今般、地域医療センターの五條病院の基本設計がことし25年６月末に完

了いたしております。その概要につきましては、後ほど御説明申し上げますが、その

結果、改修内容及び改修方針につきまして見直しを行ったところでございます。 

  具体的には、県立五條病院につきましては５カ月の工期短縮、国保吉野病院につきま

しては１カ月の工期短縮を予定しているところでございます。 

  結果、下段のスケジュールの見直し案のところでございますが、地域医療センター

（吉野病院）の供用開始時期につきましては28年７月から、また地域医療センター

（五條病院）の供用開始につきましては、29年６月から供用開始を行う予定でござい

ます。また、29年６月以降、３病院がフルに稼働できるような状態になるという予定

でございます。 

  加えまして、③茶色の枠囲みの部分でございます。これにつきましては、厚生労働省

のほうからただいま地域医療再生臨時特例交付金を頂戴しているところでございます

が、地域医療再生計画につきましては、平成25年度末までとなっているところでござ

います。今般、厚生労働省のほうから再生計画の平成26年度以降の期間延長に関しま

して、施設整備等のハード事業につきましては、平成25年度中の実施設計完了が絶対

条件となっておるということが明らかになりましたことから、従前、26年度に予定し

ておりました両地域医療センターの実施設計につきまして、再生交付金の交付条件を

満たすため、前倒しで25年度にお願いするものでございます。 

  続きまして、次の５ページをお開きいただけますでしょうか。 

  地域医療センターの改修工事の方針・内容等の見直しについて御説明申し上げます。 

  地域医療センター（五條病院）につきましては、当初、病院を運営しながら患者がお

られながらの工事を予定していたところでございますが、先ほども申しましたように、

ことし６月末に完了いたしました基本設計の結果、事業費の増額を伴うこととなりま

すが、長期的な観点から、この際、大規模な改修をしたほうが望ましいであろうとい

う判断に至ったところでございます。その結果、大規模改修に当たりましては、患者
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様に相当なストレスが発生することに加えまして、より安全の確保という観点から、

改修工事期間中については五條病院の休院についてやむを得ないと判断するに至った

ところでございます。 

  休院することによりまして集中的な工事が可能となりますことから、工事期間につい

て５カ月の短縮を行い12カ月、それとあわせまして工事コストの削減にもつながると

判断したところでございます。 

  改修工事につきましては、早期の完了を目指し、また休院期間を最小限にとどめると

いうことから、平成28年４月から平成29年３月までとしております。結果、供用開始

につきましては、先ほども申しましたとおり、平成29年６月を想定しているところで

ございます。 

  なお、休院期間については、平成28年７月から平成29年５月、12カ月を予定している

ところでございます。 

  休院に伴う対応といたしましては、入院患者につきましては、原則、急性期について

は救急病院へ、療養期については地域医療センター（国保吉野病院）のほうへ御転院

いただくことで対応したいと考えておるところでございます。 

  また、外来患者につきましては、既に福神の救急病院が開院しておりますので、救急

病院での対応、加えまして地元五條市の開業医を初めといたしまして、地域の医療機

関にも今後協力を求めていくことで対応していきたいと考えておるところでございま

す。 

  また、配置予定の職員につきましては、救急病院及び地域医療センター（国保吉野病

院）のほうへ暫定配置するとともに、資格取得や研修等、スキルアップ期間として活

用することによりまして、今後の医療の質の向上を図ってまいりたいと考えていると

ころでございます。 

  一方で、地域医療センター（吉野病院）についてでございますが、工事期間につきま

しては、開院したままの改修工事となりますことから、工事内容を精査いたしまして、

今のところ工期、５カ月から１カ月短縮いたしまして４カ月を予定しているところで

ございます。 

  また、改修工事の期間につきましては、救急病院供用開始と同時に療養期の入院患者

を受け入れするため、平成28年１月から平成28年４月までとし、結果、供用開始につ

きましては、救急病院の供用開始と同時期でございます平成28年７月を予定している
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ところでございます。 

  最後に、資料最下段でございますが、地域医療センター改修工事に係る実施設計につ

きましては、先ほど申しましたように、地域医療再生臨時特例交付金の交付要件を満

たすため、実施設計の時期を従前予定しておりました平成26年度から平成25年度へ１

年の前倒しの変更をお願いするものでございます。 

  なお、これに伴います予算措置につきましては、議第１号、平成25年度補正予算案と

して今議会に上程したところでございまして、詳細につきましては、後ほど課長のほ

うから御説明申し上げます。 

  次に、６ページをお開きいただけますでしょうか。 

  ６ページにつきましては、ただいま御説明いたしました２ページ及び４ページの３病

院の施設整備スケジュールを合わせたもので、参考までに作成したものでございます。 

  以上、整備事業スケジュールの見直しにつきまして、御理解いただきますようよろし

くお願い申し上げます。 

  引き続きまして、２．総事業費の見直しにつきまして、小西財務管理課長のほうから

御説明申し上げます。 

○植田委員長 小西課長。 

○小西財務管理課長 事務局、財務管理課、小西でございます。 

  私のほうからは、お手元の資料７ページ、総事業費の見直しについて御説明申し上げ

ます。 

  僭越ですが、座って説明させていただきます。 

  資料７ページ、総事業費の見直しでございますが、まず総事業費の見直しの概要につ

いて、資料８ページのほうから御説明申し上げます。 

  今回の総事業費の見直す理由といたしまして、資料上段、緑囲みでお示しさせていた

だいている内容でございます。救急病院と看護専門学校を含む建設工事の実施計画、

基本設計のほうがほぼ上がっており、現在、最終の概算業務を実施しておるところで

ございます。 

  また、地域医療センター（県立五條病院）の改修工事の基本計画、また国保吉野病院

の改修工事の基本方針がまとまったこと、また加えてソフト事業でございますが、病

院運営の基本計画、医療情報システム、各救急病院、地域医療センター、また構成団

体の診療所等とネットワークを構築する基本計画の策定が終わったところで、今回、
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総事業費の見直しをお願いするところでございます。 

  内容につきましては、平成24年１月31日、資料左側にお示しさせていただいておりま

す南和の医療等に関する協議会、本組合設立前の任意協議会時代に総事業費の見直し

を行うスキームといたしまして、各設計、また計画が上がった段階で総事業費の見直

しをするというところで合意をいただいている部分について、今回改めて総事業費の

見直しをお願いするものでございます。 

  なお、次期スケジュールの見直しといたしましては、資料右側にお示しさせていただ

いております入札執行による事業費の見直しを予定させていただいておるところでご

ざいます。 

  概要といたしましては、資料左側に移っていただきまして、黄色囲み、158億円をお

示しさせていただいておる部分の下段に先ほど来申し上げております第７回協議会時

点での各事業における事業費をお示しさせていただいております。 

  今回見直しをお願いするところにおきましては、赤色囲みで事業費をお示しさせてい

ただいておる内容でございます。申し上げますと、（２）救急病院等の建築工事、地

域医療センター改修費、医療機器・事務機器・備品購入、業務システム等の事業費で

ございます。今回、事業費を見直すお願いをするにつきましては、資料中央部、見直

し案の表中にお示しさせていただいております。事業費の見直しにつきましては、今

回、158億円に38億6,000万円を加え、196億6,000万円の見直しをお願いしたいという

ところでございます。 

  各項目についての見直し案の内容につきましては、資料中央部右側にお示しさせてい

ただいております事業の増額の内訳から御説明申し上げます。 

  まず、資料中央部の右側にお示しさせていただいております（Ｆ）消費増税アップ分

でございます。この内容につきましては、消費税の増額分が当然ながら約１年10カ月

の協議会時点では、消費税増税分について事業費の中に盛り込むことができなかった

というところで、各項目につきましては、（２）救急病院建設事業費、（３）地域医

療センター改修費、それぞれの部分について事業費の増額をお願いするものでござい

ます。構成といたしましては、全体額の約12％の増額をお願いしたいというところで

ございます。 

  続きまして、（Ｅ）でございます。建設コスト高騰分15％アップでございます。この

内容につきましては、東日本大震災の復興に伴います建設事業の労務コスト単価が上
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昇している部分でございます。この内容につきましては、各構成団体におかれまして

も、国土交通省のほうから公共事業の事業分の増額分という形で何らかの通知がなさ

れておるということで承知をいたしております。本組合における建設事業におきまし

ても、救急病院等建設事業費、また地域医療センターの改修費におきましてもこの高

騰分が影響が見込まれるというところでございまして、救急病院につきましては11億

円、地域医療センター改修費につきましては１億3,000万円の増額分をお願いしたいと

ころでございます。構成比といたしまして全体額の32％の内容のところでございます。 

  続いて、（Ｄ）でございます。太枠でお示しさせていただいているところでございま

すが、この内容につきましては、先ほど来申し上げています事業費の見直し理由とい

たしまして、各設計ないし計画が完了した時点、また再編後の医療機能に照らし、必

要な重要性、また優先度の見直しを行い、改めて今回事業費をお願いするものでござ

います。 

  最上段、青色囲みにつきましては、救急病院の用地購入費でございます。この部分に

つきましては、既に平成24年３月31日をもって大淀町福神地内に救急病院の用地を購

入した金額、約８億5,000万円の差金、３億5,000万円でございます。 

  続いて、救急病院等建設費につきましては、建設する看護専門学校の部分も含め、必

要な医療機能に照らし、救急病院での面積増分、また医療機器、医療機能を向上させ

るためにお願いする部分でございます。 

  続いて、（３）地域医療センターの改修費でございますが、県立五條病院の改修費の

ところでございますが、この内容につきましては、改修の基本設計の段階で新たに判

明した内容において、今回、県立五條病院の改修につきましては大規模改修が望まし

いであろうというところで、看護専門学校の解体費用を含め９億2,000万円お願いする

ところでございます。 

  また、国保吉野病院の設計業務につきましては、当初、簡易な設計というところを考

えていたところでございますが、改修の基本方針がまとまった後、今後の改修部分に

つきましては、専門的な設計が必要となろうというところでございます。新たに外注

するための委託料の増額をお願いしたいところでございます。 

  続いて、（５）医療機器・事務機器・備品購入でございますが、この内容につきまし

ても、目指すべき医療を実施するために必要な医療機器の購入といたしまして、備品

購入を含め６億8,000万円、業務システムにつきましても今後の再編に際し、スムーズ
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な再編を実施するに当たり、システム開発料6,000万円の増額をお願いしたいところで

ございます。 

  最下段（７）につきましては、事業スケジュールの延伸、加えて業務システムの構築

のための組合事務費用となっております。 

  詳しい内容につきましては、今後、この資料、太囲みの（Ｄ）事業費増額分につきま

して、本医療企画課長のほうから御説明申し上げます。 

○植田委員長 本課長。 

○本医療企画課長 事務局、医療企画課、本でございます。 

  座って失礼いたします。 

  それでは、９ページをごらんください。 

  救急病院等の事業費の見直しについてでございます。見直しの理由につきましては、

救急病院、看護専門学校の実施設計業務がほぼ完了し、現時点での積算作業の工程に

おける費用概算に基づく事業費の見直しでございます。見直し案表中の事業費実増分

につきましては７億6,000万円です。 

  左下の表を見ていただきたいのですけれども、第７回協議会時点での費用の算定とい

たしましては、250床掛ける１床当たり80平米、これで２万平米を延べ床面積の目途と

していました。そして、平米単価につきましては30万円、こちらにつきましては国庫

補助の病院建物に対する基準額を採用し、これらを積算いたしまして60億円を見込ん

でいたところでございます。 

  なお、看護専門学校につきましては、事業費として５億7,000万円を見込んでいたと

ころでございます。 

  今回の見直しの内容でございますが、右側の赤字で表示しておるところをごらんくだ

さい。救急病院につきましては、病床数については詳細決定いたしておりまして232床、

面積については設計上２万2,300平米となっております。この面積の内訳といたしまし

て、病院本体が２万1,745平米、附属建物、車庫等でございますが、552平米となって

います。括弧の中にそれぞれ区分して積算の結果を記載しております。病院棟につき

ましては平米単価34万円、これら面積と積算いたしまして74億2,000万円となっており

ます。附属棟につきましては平米単価が15万円となっておりまして、約9,000万円とな

っております。この面積増加等による結果、事業費としては３億円の増加になるとこ

ろでございます。 
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  なお、医療機能分野やアメニティー分野における面積の増加要因につきましては、次

ページ以降で御説明させていただきます。 

  次の項目でございます。 

  造成費用といたしまして、敷地の高低差を緩和するため、また残土処分に要する費用

といたしまして１億7,000万円の追加、次に院内保育所の建築費用として、独立して敷

地内に建物を建てるという方針決定によりまして4,000万円の追加が必要となるところ

でございます。 

  最下段でございますが、看護専門学校の講堂兼体育館でございます。敷地内に別棟と

して建築することによりまして２億5,000万円の追加が生じる状況でございます。これ

らの費用増加要因を小計いたしまして７億6,000万円でございます。 

  続きまして、10ページをごらんいただけますでしょうか。 

  まず、医療機能分野における面積増加要因についてでございます。右上の救急医療の

分野につきましては、新体制において特に重点を置く医療機能でございます。まず、

トリアージスペースの面積拡大、経過観察室８床の追加設置などでございます。 

  続きまして、その下段、急性期医療の分野でございます。急性期医療につきましては、

手術や入院の分野の医療機能でございます。南和地域の中核病院という記述がござい

ますが、中核病院というのは地域の診療所や近隣の病院から患者紹介を受けて検査や

手術・入院の医療を提供する、また地域の医療機能の向上を担うという病院のことで

ありまして、救急病院は中核病院として必要な医療機能体制を整えていくという基本

的な方針を持っております。 

  続きまして、右上の専門医療の分野でございます。この分野につきましては、新体制

の特徴であり、また強みともなる医療機能の分野でございます。がん、糖尿病など患

者が多く、今後も患者の増加が見込まれ、また専門性も求められる分野について、そ

の医療機能を担保するために設計に反映したところでございます。 

  続きまして、右下のリハビリ機能についてでございます。新体制では、しっかりとリ

ハビリを受けて元気になって在宅復帰していただくという医療提供体制を目指す方針

で、２月の当委員会においても基本設計の段階で御提案、御承認いただいているとこ

ろでございます。こういった目指すべき医療に照らしたとき、設計上反映しなければ

ならないところでスペースを拡充または確保したため、面積が増加したところでござ

います。 
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  続きまして、11ページをごらんください。 

  アメニティー関係分野、患者様にとっての快適性の分野における面積増加要因につい

てでございます。 

  まず、最上段でございますが、癒やしと安らぎを実感できる病院というコンセプトを

持って設計をしております。特に眺望軸にも配慮した南和の豊かな自然を感じること

ができる病院として設計を進めてまいりました。その結果、病棟階の３階から５階の

各病棟の中央にはイメージ図、最上段のデイルームという患者同士、または見舞客と

の交流、患者の安らぎスペースとして広く面積を確保しております。また、図にもあ

りますように、眺望軸に沿った大きな窓を設けて開放感のあるスペースとしておりま

す。 

  イメージ図の中段のエントランスホールにつきましては、広々とした一部２階までの

吹き抜けとして温かく来院者を迎えるとともに、患者アメニティーを充実したいため、

レストランやコンビニエンスストア、喫茶コーナー、図書・情報コーナー等を追加設

置する設計としておるところでございまして、面積が増加したところでございます。 

  続きまして、働きやすい病院の分野でございますが、職員が働きたい、働き続けたい

という病院とするために、職員のアメニティーやスキルアップを目的としたスペース

を確保しております。 

  このように患者アメニティーの充実や職員が働きやすい病院とするために設計に反映

しなければならないところでスペースを拡充または確保したため、面積が増加したと

ころでございます。 

  以上が救急病院の面積増加要因についての説明でございます。 

  続きまして、12ページをごらんいただけますでしょうか。 

  地域医療センター改修費用についてでございます。 

  まず、地域医療センター（県立五條病院）の改修費用につきましては、看護専門学校

の解体費の増額を含みます９億2,000万円の増加、地域医療センター（国保吉野病院）

につきましては、設計委託料1,000万円の追加が必要となるところでございます。 

  五條病院の改修内容につきましては、次ページ以降、13ページから５ページにわたり

説明資料を添付しておりますので、順次説明させていただきます。 

  13ページをごらんいただけますでしょうか。 

  県立五條病院の現在の写真でございます。手前の破線で囲んでいる建物が正面玄関が
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ある本館Ａ棟になります。現状では、１階、２階は外来、３階、４階は病棟となって

います。この建物は昭和47年に建てられた鉄筋コンクリート造４階建てになります。

本館Ａ棟の後ろのほうに見えるのが耐震化する本館Ｂ棟となります。 

  続きまして、14ページ、ごらんいただけますでしょうか。 

  現況の建物の配置図となっております。引き出して建物の現況写真をそれぞれ掲載し

ております。前のページの写真は矢印の下のほうにございます敷地、入り口と表示し

たところから撮影したところでございます。改修の基本設計では、図面上、黒色の斜

線で表示している部分が解体する建物となります。現在の玄関・外来棟の病棟がある

本館Ａ棟、あと新築移転した後にですね、不要となる看護専門学校及び学生寮、焼却

炉、附属棟を解体する予定でございます。解体した後の土地は駐車場として利用する

計画でございます。 

  続きまして、15ページをごらんいただけますでしょうか。 

  まず、県立五條病院の改修工事の見直しについてでございます。右上に書いてありま

すように、当初、事業費７億7,000万円で想定した改修内容につきましては、一般病棟

から療養病床への必要最小限の改修として機械浴といいます車椅子、またはストレッ

チャーで入浴できる機器の導入、また未耐震部分の本館Ｂ棟の耐震補強、エレベータ

ーの改修、未耐震で不要となる建物の除却といたしまして本館Ａと看護専門学校校舎

及び学生寮を除却する、こういった内容を反映いたしまして７億7,000万円と想定して

いたところでございます。 

  ただし、黄色の矢印のところでございますが、そのまま設計を進めたとしても、建設

コスト、消費税のアップで事業費は９億3,000万円にはなっていたであろうという見方

で資料を作成しております。 

  ただし、今回の基本設計におきまして、現地調査によりまして問題点を把握しており

ます。この問題点というのが赤字で書いております建物内外装が劣化していること、

さらには経年劣化した設備が今後故障をしまして、地域医療センターの運営中に発生

するおそれがあるというところでございます。特に設備につきましては、水回りの受

水槽や消火水槽、自家発電機、揚水ポンプ、蒸気ボイラー等が上げられます。 

  なお、五條病院では、施設の維持のため保守を行い、現在も管理運営されているとこ

ろでございますが、根本的な設備の改修は、病院運営しながらではなかなか着手が困

難であることを申し添えさせていただきます。 
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  組合といたしましては、よりよい療養環境の確保や建物寿命の延長を図るために、右

側のところでございます赤字の１点目、まず本館Ａ棟の除却後、玄関棟の増築、それ

によりまして外来診療部門における快適な診察環境、待ち合い空間をつくるというと

ころでございます。 

  ２点目といたしましては、療養型の病院でございますので、よりよい病室、病棟の環

境を確保するための改修を行いまして、患者アメニティー、快適性を向上させるとこ

ろでございます。 

  具体的な項目といたしましては、車椅子でも対応できるトイレの設置、部屋ごとに温

度をコントロールできる個別エアコンの設置、内外装の改修、明るく安らぎを実感で

きるデイルームの整備等でございます。 

  ３点目といたしましては、設備における既存のふぐあい箇所を一掃することによりま

して、今後20年間は次の設備改修時期を迎えるまで、安心・安定して医療を提供でき

る施設へ改修するということでございます。こうした設備改修を行うことによりまし

て、水漏れや異音、異臭を解消できる上に、省エネ機器の導入によりましてランニン

グコストを縮減できるというふうに考えているところでございます。 

  続きまして、16ページをごらんいただけますでしょうか。 

  改修前と改修後の建物配置計画をそれぞれ示しております。図の左側が現況の配置図

となっておりまして、右側に改修後の配置図を示しております。右側の改修後の配置

図をごらんいただけますでしょうか。青色部分は、既存本館Ａ棟を解体・除却した後、

正面玄関となる玄関棟を増築する部分でございます。 

  次に、ピンク色の部分につきましては、外来診療及び病棟となる既存建物を改修し、

療養型の病棟にも改修する部分を示しております。黄色の部分、本館Ｂ棟の部分につ

きましては、未耐震ため、耐震改修をしてデイルーム、機械浴室等に改修して利用す

る計画としています。また機械棟についても耐震改修を行って再利用する計画として

おるところでございます。 

  17ページをごらんいただけますでしょうか。 

  県立五條病院の地域医療センターとしての改修後のイメージ図を示しております。左

上の外観のイメージ図では、もともとの現況の写真と同じ位置での外観パスを添えて

おります。左側の１階平屋建てに見えるのが増築する玄関棟になります。その奥に見

えるのが病棟、右側に見えるのがデザインをしておるところが耐震化したＢ棟になる
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とお考えください。右上のイメージ図はデイルームとなっており、患者の食事はもち

ろん、家族や見舞客等も利用できる落ちついた明るいエリアとして整備する計画とし

ています。その下のイメージ図につきましては、正面玄関の内部となっておりまして、

エントランスに面して受付や待ち合いなどを設けてゆとりのあるエリアとして整備す

る計画としております。 

  文字で書いてございますが、施設の概要といたしましては、医療療養型病床90床、45

床の２看護単位でございます。外来診療は、内科、整形外科の２診療科体制を基本と

いたしまして、眼科等の専門診療科のスペースも確保していく設計内容となっており

ます。また、設計のコンセプトといたしましては、患者に優しい施設とすることなど、

記載のとおりでございます。 

  五條病院の改修工事の基本設計についての説明は以上でございます。 

  続きまして、18ページをごらんいただけますでしょうか。 

  地域医療センター（吉野病院）の改修工事の概要を示しております。図を御参照いた

だきまして、左側の２階平面図を見ていただきたいと思います。左側の２階につきま

しては、現在は急性期の病棟として運用している病棟でございます。また右側の３階

の平面図を見ていただきますと、こちらにつきましては、現在は療養病棟として運用

している病棟でございます。 

  改修内容につきましては、療養型90床の病院として一部病床を変更するに際しまして、

施設の基準を満たすために必要な改修工事を行うという病棟を中心とした改修内容と

なっております。 

  なお、設計業務と管理業務につきましては専門業者に外注するため、1,000万円の費

用追加が必要になるところでございます。 

  続きまして、19ページをごらんいただけますでしょうか。 

  医療機器や事務機器、備品購入についてでございます。今回の見直しの事業費増加分

といたしましては、救急病院の医療機器購入費で６億円の増額、看護専門学校及び地

域医療センターの備品購入費で8,000万円の増加という内容になっております。 

  まず、救急病院の医療機器につきましては、赤字で書いておりますように、南和地域

の中核病院として医療を担うにふさわしい医療機器を導入するという大きな方針を持

っております。ＭＲＩやＣＴなどの高額医療機器は、ハイスペックな医療機器をそろ

えるといったことを考えております。医療機器のラインナップにつきましては、救急
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病院の設計業務と並行して想定を行った結果によるところでございます。大型医療機

器の追加及び機種変更といたしましては、その概要としてＩＶＲ－ＣＴ、128スライス

のＣＴ、エコー等を上げてございます。 

  また、医療機能を向上するための追加といたしましては、特に手術部門でございます

が、想定する領域の手術に要する装置を追加して導入したいという考え方でございま

す。これらの医療機器をそろえるため、既存の金額では不足を生じ、６億円の事業費

の追加が必要になるところでございます。 

  また、資料の右側につきましては、看護専門学校の実習用具や備品のリストを作成し

た結果、4,000万円の不足が生じるので追加をお願いすると。また地域医療センター

（五條病院）と吉野病院の特別浴槽等の購入に係る費用につきましては、この分野で

事業費を確保することになりますので、五條病院で3,000万円、吉野病院で1,000万円

の追加が必要になり、これらを合わせまして8,000万円の追加が必要になるところでご

ざいます。 

  続きまして、20ページをごらんください。 

  業務システム導入費についてでございます。医療情報システムの導入に係る事業費と

いたしましては、前回の見直しにおいて追加されておりまして、平成24年度、前年度

に策定した医療情報システム基本計画におきましても、規定の事業費内でシステム構

築することを想定できているところでございます。 

  事業費の追加の6,000万円の内容といたしましては、黄色で囲ったところをごらんい

ただけますでしょうか。電子カルテの導入時には、スムーズに業務ができるように、

できれば次年度からでも職員の研修等を行いまして円滑な業務体制をつくっていきた

いというところでございます。 

  また、新しい体制になる病院でお使いいただきます診察券につきましては、病院の供

用開始前、およそ３カ月前からでも発行できるようにすることで、供用開始時の混雑

を緩和したいと考えております。これらの事業を実施するための費用として6,000万円

の追加が必要になるところでございます。 

  続きまして、21ページをごらんください。 

  その他の費用についてでございます。 

  １点目といたしましては、専門的な業務の増加といたしまして、医療機器や備品等を

入札によって調達していく際に必要な仕様書等は、外注によりまして専門的なコンサ
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ルティング事業者で原案作成の上、私ども職員が入念チェックいたしまして入札執行

してまいりたいと考えております。その業務の外注に係る費用として5,000万円の追加

が必要になるところでございます。また、事務局運営費のうち、人件費を除く賄い費

用といたしまして、スケジュールの延伸にも伴いまして5,000万円の追加が必要になる

ところでございます。 

  以上、事業費の各項目における事業費実増分についての説明とさせていただきます。 

  続きまして、22ページについては、小西財務管理課長から御説明させていただきます。 

○小西財務管理課長 失礼いたします。 

  資料22ページ、構成団体の負担について御説明申し上げます。 

  既に御承知おきいただいている内容では存じ上げますが、南和地域の公立病院の再編

に関しましては、事業費においては国、厚生労働省からいただく補助金、加えて構成

団体である１市３町８村が起債を起こして事業費を充当するというところで事業のほ

うを進めております。 

  この内容におきまして、当然ながら各構成団体の負担については、起債償還時に係る

一般財源投入分について、県も含め１市３町８村が一般財源を投入して負担をすると

いうところで合意いただいている内容でございます。 

  今回お示しする資料につきましては、本議案に直接関係ございませんが、今後の負担

というところを含めて御説明させていただきたいと思います。 

  初期投資費用、いわゆるイニシャルコストに係る構成団体の負担でございます。上段、

白抜きで表をお示しさせていただいている内容につきましては、約２年前にお示しさ

せていただいています総事業費158億円での県及び市町村の単年度に係る構成団体の負

担についてをお示しさせていただいております。 

  今般、ただいま御説明申し上げました総事業費の見直し、それに加えまして財源充当、

起債等々の充当の見直しによりまして、負担につきましては中央部分、緑色囲みの矢

印でお示しさせていただいております年9,800万円の増額となるところでございます。

各構成団体の御負担につきましては中央部分、表囲み、緑囲みさせていただいていま

す内容でございます。各団体におかれましてはお示しさせていただいておるとおりで

ございます。9,800万円を増額ということで合計、単年度で構成団体全ての分が３億

3,690万円という形になるものでございます。 

  ただし、先ほど冒頭、総事業費のところの見直しの中で御説明を申し上げましたが、
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今後、事業を執行していく上で入札等におきまして入札差金、加えてオレンジ印でお

示しさせていただいておりますが、奈良県のほうに追加の支援というところを申し出

をさせていただいておるところでございます。 

  また、青色印で囲ませていただいておりますが、公立病院再編に係る財政措置の延長

を組合のほうから県を通じて要望させていただいております。この起債につきまして

は、交付税算入率が50％のかなり有利な起債の部分でございます。この内容が了知さ

れましたら、最下段にお示しさせていただいております総事業費の見直し等に伴う負

担の変更について改めてお示しさせていただきたいというふうに思っております。 

  なお、この資料につきましては、最下段にお示しさせていただいておりますが、総事

業費を196億6,000万円、償還年次を30年、償還の借り入れ率を1.8％に設定した場合の

構成団体の負担でございます。各年度の負担について実際をお示しするものではない

ので、御留意願いますようお願い申し上げます。 

  続いて、補正予算内容について、財務管理課、片山補佐のほうから御説明申し上げま

す。 

○植田委員長 片山課長補佐。 

○片山財務管理課長補佐 失礼いたします。財務管理課、片山でございます。 

  私のほうからは、平成25年度南和広域医療組合一般会計補正予算（第１号）について

御説明申し上げます。 

  失礼して座らせていただきます。 

  お手元の資料、議案説明資料２をごらんください。 

  それでは、１ページ、平成25年度補正予算（案）についてをごらんください。 

  資料の構成といたしまして、上段が一般会計補正予算（第１号）の概要、下段左半分

が補正予算内訳、下段右半分が債務負担行為の変更となっております。 

  それでは、上段の一般会計補正予算（第１号）の概要から順に御説明申し上げます。 

  平成25年度補正予算額は5,030万円でございます。内容といたしまして、先ほど来、

整備事業スケジュールの見直しのところで御説明申し上げました地域医療再生臨時特

例交付金の交付要件を満たすため、地域医療センター（県立五條病院）及び国保吉野

病院改修工事実施設計業務の時期を平成26年度から平成25年度に変更し、委託料の増

額をお願いするものでございます。補正予算額28億2,916万6,000円、補正後予算額28

億7,946万6,000円でございます。 
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  補正予算の内訳でございますが、下段にございます補正予算内訳をごらんください。

歳入でございますが、今回増額する費用の財源といたしまして、県補助金、地域再生

基金事業費県補助金5,030万円の増額でございます。 

  続きまして、歳出でございますが、施設整備事業として5,030万円の増額でございま

す。その内訳といたしまして、地域医療センター（県立五條病院）改修工事実施設計

業務委託4,630万円の増額及び地域医療センター（国保吉野病院）改修工事実施設計業

務委託400万円の増額でございます。 

  次に、上段右側にございます債務負担行為の限度額変更でございます。債務負担行為

限度額49億3,073万3,000円から70億9,623万円に、21億6,549万7,000円の増の限度額変

更でございます。これは、先ほどより御説明申し上げております総事業費の見直しを

行ったことによるものでございます。 

  続きまして、下段右側、債務負担行為の変更について御説明申し上げます。 

  事項、期間については変更がなく、事項は救急病院等施設整備事業に要する費用、期

間は平成26年度より平成27年度まででございます。限度額につきまして70億9,623万円

の変更、その内訳といたしまして、救急病院等建築工事70億5,237万8,000円、救急病

院等建築工事管理委託4,385万2,000円でございます。 

  なお、救急病院等建築工事につきまして、総合評価落札方式一般競争入札（建築一式

工事で発注）で行いたいと考えております。 

  次に、２ページから４ページにつきましてでございますが、ただいま御説明申し上げ

ました補正予算（案）の補正予算議案及び予算書でございます。 

  以上で平成25年度補正予算（案）についての説明を終わらせていただきます。 

○植田委員長 中野副管理者。 

○中野副管理者 ただいまお時間をいただきまして、スケジュール及び総事業費の見直し

について説明をさせていただきました。 

  スケジュールが10カ月おくれ、また事業費が38億円以上増加していることに対しまし

て、大変申しわけなく思っております。ただスケジュール及び総事業費でございます

が、いずれもマキシマムといいますか、マックスで提案させていただいております。

今後は構成団体の皆様方の御負担が軽減するようにといいますか、ふえないように引

き続き国の補助金、交付金、また先ほども言いました有利な起債等を最大限活用する

こととともに、事業の執行段階での価格交渉、またコスト縮減にも努めてまいる所存
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でございます。 

  それから、県からの追加支援につきましても、積極的に働きかけたいというふうに思

っております。最終的にはですね、建設コスト高騰分といいますか、それと消費税の

アップ分ぐらいにはおさめたいというふうに思っております。何とぞ御理解をお願い

いたしまして、御審議の上、御承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○植田委員長 説明が終わりました。 

  ただいまから10分間休憩いたします。あの時計で３時５分に再開いたします。 

休憩 午後 ２時５４分 

再開 午後 ３時０６分 

○植田委員長 再開いたします。 

  質疑に入ります。 

  ただいまの補正予算に関して質疑のある委員は挙手をお願いいたします。 

  浜田委員。 

○浜田委員 吉野町の浜田でございます。 

  １年間、私、本議員が来ておりましたので、その間の話、ちょっとわからんところ

もありますので、失礼、また重複するかわかりませんけれども、どうぞよろしくお願

いします。 

  今回の補正予算は、五條・吉野現病院のいわゆる改修の設計の補正予算でございます。

いわゆるハードの部分やと思います。うちの吉野町の議会の委員会の中で、うちの病

院もあるんですけれども、この南和の病院の話をしていつも話が大きく盛り上がるの

が、うちの吉野病院とこの五條病院は地域医療センターになるわけですけれども、こ

の地域医療センター、この状況でいいんやろうかというふうな話なんです。 

  具体的な話をしますと、実は２年前から吉野病院は２階を急性期、３階を医療療養病

床48床をとっております。もともと急性期が99床やったんですけれども、稼働率が低

くて経営が余りうまくいかないというようなこともありまして、半分３階を医療療養

病床に転換をしました。そのときにも医療療養病床については、私、個人的には結構

厳しいん違うかということでかなり話をさせてもらったんですけれども、とりあえず

やってみようということで、今ちょうど２年たちます。 

  医療療養病床というのは、私が皆さんに説明するまでもないんですけれども、いわゆ
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る医療でもまだまだ急性期の病院は退院されるけれども、医療がまだ必要な、また多

少なりとも介護のいわゆるお世話が必要な患者さんが入院されるところなんですけれ

ども、その患者さんを医療区分とＡＤＬ区分というふうな区分に分けて、細かく９段

階に分けて患者さんを決めます。 

  医療区分というのは、医療度の低い順番から、病院の先生のかかる診察のお手数のか

からない人から１、２、３、ＡＤＬ区分というのはいわゆる介護度みたいなもので、

結局どれだけ自分のことができるかという生活自立度というんですけれども、それの

１、２、３によって９段階に分けるんですけれども、医療療養病床というのは、別に

介護療養病床というのもあるんですけれども、この医療療養病床というのは、医療区

分の１の人、余り先生の手のかからない人と大変先生の手をかかってしまうという患

者さんの場合と、一般的には入院基本料というのが、いわゆる病院の収入が大きく違

うんですよ。 

  いろいろうちの吉野病院の療養病床を置くか置かないというようなときにも、自分で

いろいろといろいろな病院関係の方からもお話を聞きまして、医療療養病床はどんな

ものやというようなことを聞きましたが、できるだけ余り多く病床数をとらないで、

その病床数を基本的には一応満床になった状態で８割が医療区分２か３の人じゃない

と経営が安定しませんよと。医療区分１の人をたくさん入れるとどんどん赤字が膨れ

ますので、医療療養病床は余り数多くとらないほうがいいんですというふうな話をあ

ちらこちらで聞かれましたので、それを一応うちの吉野病院の医療療養病床に転換す

るときにもいろいろ話をしまして、一応医療療養病床を48床とったんですけれども、

現在48床のうち大体35からたかだか40まで、稼働率で７割からよくて８割、そのうち

の８割弱ぐらいが医療区分２、３の方ですので、当然医療区分１の方もおられますよ

ね。 

  一応、病院によるんですけれども、３カ月から６カ月というのが、限度がありまして、

うちの病院でも、実は帰られてもどうしてもぐあいが悪いという方、家の家庭の事情

でそういう方もおられますので、実は半年以上お世話をさせてもらっておる方もおら

れます。その方は医療区分２であっても３であっても、実は半年越えるとそれもまた

入院基本料が減るということでありますので余り長くおってもらえない。昔の療養病

床分というのは、ずっと今の特養みたいにおられたんですけれども、医療療養病床と

いうのは一応基本は半年というふうに決まっています。 
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  今回、吉野病院と五條病院の中で医療療養病床がそれぞれ90床、90床の合計180床と

なりますと、それが180床で動き始めますと、医療区分３と２の方が大体150人おらな

いと経営が安定しないという状況なんですよ。正直この田舎でこれから人口が減って

いくところでその人数が確保できるかというのがありますので、多分、今、吉野病院

でも30から35、たかだか40なんですけれども、これが２年、３年先に90床になった場

合どうなるんやろうと。２階の急性期の入院のベッドの部屋も全部療養病床になった

場合、90床になった場合、２階は全部あきやろうなと。多分90床になっても、ようあ

って50ぐらいかなというふうなことを心配しているんです。 

  ですから、今、医療療養病床が五條と合わせて180というような数字は、明らかに将

来大きな赤字を生む原因になりかねないんじゃないかということで、吉野町の委員会

ではいつもそれを心配しています。我々の担当の参事や課長にその話をして、広域の

ほうにもそれを我々が意見をしたやろうと、質問もしたやろうと、お聞かせ願いたい

というようなことを言うているんですけれども、なかなかその答えがなくて、一応、

基本設計ということらしいですけれども、そのまま、今回、図面で設計されると。 

  私は、基本的には190というのは、多くて半分ぐらいが安定した数であろうと思いま

すので、そこら辺の変更は必ずしないと、皆さん、正直、今も五條の山口議員と話を

しておったんですけれども、これから運営が赤字になっていくと皆さんの負担になっ

ていきます。それは大変な今からでも医療療養病床の赤字というようなものが見込ま

れる中で、今修正をしておかないとそれはできないん違うかと。それぞれが皆さん各

自治体で赤字覚悟で何ぼでもお金を持ち出しますよというふうなことであればいいん

ですけれども、なかなかその確認はされておられない。まだまだそのような議論とか

が余りされていないような気がしましたので、きょうその話をまずはさせていただく

ことになっております。 

  まだ、あとどうしよう、２つ３つほどいろいろそれにかかわる話があるんですけれど

も、とりあえず、じゃ、話続けさせてもらいます。 

  医療療養病床が実はもう少し減らすということですね、この地域医療センター、五條

と吉野病院の役割とは何ぞやというふうなことを考えたときに、一番、この山間部で、

きのうも上北の新谷議員も言うておりましたけれども、吉野郡、下北まで、十津川の

方までこの医療が提供できるというよりは、その病院直接というよりも在宅医療とい

うのをこれからどんどんどんどん取り組んでいかなければならないん違うかと思いま
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す。 

  在宅医療というのは、もともとの往診じゃなくて、いわゆる病院の先生とか看護師さ

んが直接、各村の診療所にもはっきり言って行かれない患者さんのために、また終末

期の患者さんのためにお宅へ訪問して診られると。それをすることによって診療所が

充実するというようなこともありますので、そういう在宅医療を充実させると。その

ためには訪問看護ステーション、いっとき吉野町にもあったんですけれども、訪問看

護ステーションというのをこの福神の基幹病院であったり、地域医療センターの五條

病院、吉野病院というようなところで訪問看護ステーションをつくって、介護のケア

マネさんと地域包括という形でそれをすることによって吉野郡の末端の方まで訪問が

できると。それがあって初めて北山の方も十津川の方も、もちろん五條の方もいろい

ろ御支援していただくことにメリットがあるんですけれども、今のままの計画では、

ただ医療療養病床の赤字だけが十分見込まれてプラス効果がなかなか見えてこない。

その状態で今、設計されるのはかなり厳しい。時間的に急ぐのはわからんことはない

んですけれども、もっと一番肝心な話を後回しにしておるようにしか見えてこないん

ですね。そこら辺の説明はちょっといただけませんでしょうか。まだ休日夜間診療の

こともあるんですけれども、まず今は医療療養病床の話、それから在宅医療について

はどういうふうに考えているか、ちょっとお願いします。 

○植田委員長 松本副管理者。 

○松本副管理者 ただいま御質問ございました医療療養病床等を含めまして、在宅医療ま

でのところで現在考えておるところを御説明させていただきたいと思います。 

  厚労省が昨年打ち出した今後の医療提供体制という大きなくくりの中で、議員御指摘

のように、介護病床はこれから廃止される。一方で医療療養という病床につきまして

は一定必要であろうというふうに設定されておられます。急性期は高度急性期、そし

て地域で守るべき一般急性期、そしてその後回復期がございまして、御指摘の医療療

養病床が20万余りの病床を設定しておるところでございます。 

  そして、何よりも今御指摘がありましたように、在宅医療を見据えていかにシームレ

スに医療を提供していくかということが大事だということを示されておるところでは

ございます。その中で、今回、私どもが統合再編するいわゆる役割分担の中で、急性

期、そして回復期は救急病院で、そして療養期に当たります療養病床につきましては、

五條病院と吉野病院で担当しようと、こういう役割分担を決めたところではございま
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す。 

  その病床数、今御指摘のように病床数が、じゃそれが適正かどうかという問題、いろ

いろシミュレーションしてまいりました。特に平成23年の時点のときのシミュレーシ

ョンでございますけれども、その時点で南和地域のいわゆる患者の需要を把握するた

めに地域内の医療保険、特に長寿医療と、それから国保のレセプトデータを基礎資料

といたしまして、その結果、そのレセプトから見える医療療養期に当てはまる方が何

人おられるかというのを見ますと約240人おられました、南和地域でございますけれど

も。 

  今後、75歳以上の方々は、10年から20年は減少しないであろうという、いわゆるこれ

からの今後の人口年齢の階層別の推計でございますとか、あるいはいろんな外部変動

要因から10年間は、どちらかといいますと医療療養病床に入院される方は90人程度む

しろふえるんではないかと、そういう推計をいたしております。 

  それから、あと１点、もともとこの療養病床に入っていただくべき患者さんが南和地

域から流出しております。というのは、議員御存じのように、南和地域には、今、吉

野病院で担当している部分がございますけれども、実際は南和病院という療養病床、

これが約100床ございます。潮田病院というのがございますけれども、これは実は介護

病床でございますので、そういう意味では吉野と、今、南和病院を合わせても150床ぐ

らいの数しか見れないということになります。 

  10年後90人が増加する、それから今流れておるといいますか、見れていない方々を体

制を強化することによりまして、また戻っていただけると。それが大体50人から60ぐ

らいというのをシミュレーションしておりまして、240人のもとのデータに、それから

10年後90人程度ふえるんではないかということ、それから流出されておられる方が医

療機能を強化することによって50人程度ふえるということで、大体380人というのが療

養病床で担当する患者さんと、そういうシミュレーションをさせていただきました。 

  それで、先ほど申しましたように、民間で担当しているのが100床ございますので、

約280人ぐらいの方々が療養病床に入っていただけるんではないかということで、今回

180と設定した病床につきましては、十分患者さんとしては需要があるんではないかと、

そのように判断したところではございます。 

  あと在宅医療でございますけれども、議員御指摘の在宅医療に関しましては、今度の

新しい体制の中では、いわゆる在宅医療をしっかりと推進していこうというこれは基
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本方針でございます。ですから、在宅医療支援センターというのを設置いたしまして、

そこの役割はどういう役割かと申しますと、どちらかといいますと医療ニーズの高い、

例えばがんでありますとかあるいは障害を抱えて非常に医療のニーズの高い方々を対

象にいたしまして、在宅に帰っていただけるときに、じゃ実際にかかりつけの先生方

あるいは訪問看護ステーションで対応できるか、できるならば対応していただきまし

ょうと。しかし、なかなかがんでありますとか、いわゆる障害を抱えて医療のニーズ

の高い方々は、かかりつけの先生方とかあるいは訪問看護ステーションで対応できな

い場合がございます。ですから、なかなか家に帰れないと、そういう現実がございま

すので、療養病床からも当然在宅に帰ってもらいたい。あるいは急性期あるいは回復

希望があっても家に帰っていただきたいということを推進していくためには、やはり

比較的医療の側からしっかりと訪問診療なり訪問看護をできるような体制が必要であ

るということで、在宅医療支援センターはどちらかといいますとそれをコントロール

する、マネジメントする立場でやりたいというふうに思っています。 

  したがいまして、家に帰られるときには、かかりつけの先生が見ていただけるならそ

れが結構ですし、訪問看護ステーションが担当していただければそれは結構です。そ

こでできない部分については、若干地域差がございますので、吉野地域と五條ではま

た少しその体制が違うかもしれませんけれども、病院といたしましては、どちらかと

いいますとそういう方々をしっかりと在宅でも医療を受けられるようなという形で訪

問診療なり、あるいはナースでも比較的専門性の高い認定の看護師というのがござい

ますので、そういった方々がケアに出かけてもらおうと、そういうことを考えておる

ところでございまして、訪問看護ステーション自体は、今のところ我々の医療を提供

する側からは設定はしていないところでございます。 

○植田委員長 浜田委員。 

○浜田委員 ありがとうございます。いろいろな話をちょっと質問しましたので、答えも

いろいろな答え、いただきました。最初の話に戻ります。 

  今、全部で240人ほどの療養病床に入っておられる方がおられるって、先生、今言わ

はりました。実は前にうちの町内の委員会のときに、現在、この南和のエリアで医療

療養病床にお世話になっておる人、はっきり言って今先生お話ししてくれましたけれ

ども、どれだけおるんやろうというような話を質問したんですけれども、なかなか提

示されなかった。ただ、今のたぶん人口から割り算してこれぐらいおるというふうに
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聞いていますよというふうな三百何十人というような人口を聞きましたので、そんな

ん何の根拠もないやないかというふうなことです。 

  ただ、今現在入っている方というのは、正直、皆、民間の病院もたくさん、南和病院

なんかでも100床ありますけれども、あそこは結構失礼ながら営業力が結構どんどん大

きいですので、あそこには吉野、この南和の人以外の方ももちろん当然入っておられ

ますよね。だから今入っておる人がすぐにまたこっちがよくなったからこっちに来る

保証もなかなかありませんし、基本的には今240人のそういうふうな患者さんもしくは

300人の患者さんがおられても、今の例えば南和病院にも入院されることになる。どこ

そこの例えば家族さんの関係でもっと遠いところに行かれる方もおられるわけですか

ら、ですから、私は半分の90ぐらいの確保にして、むしろいろいろ療養病床の中でも、

今240人、300人の例えば先生、具体的にはお話しされませんでしたけど、わずかなが

らにでも医療区分１の方も絶対おられると。医療区分１の方はこっちに受け入れると

赤字が大きくなる部分がありますので、私は医療区分１の方は医療療養病床に入って

もらうよりも、むしろ回復リハビリであるとか老健とか、そういうところをお勧めし

たほうが私はずっとずっと効率もいいし、本人さんのためには一番いいんかなと。 

  ちょっと話はそれますけれども、ことしの２月に基幹病院の福神の病院で回復リハビ

リを増設されることになりました。実はもとの話、吉野病院の中でも療養病床をする

ときに回復リハビリをしたらどうやろう、するならするで慢性期の方をそこでしたら

どうやろうというふうな話もしたことがありますので、療養病床を今180を半分した部

分、残りを回復リハビリとか老健とかそういうふうなものによって、いわゆる医療度

の低い人のケアをそこでするのが全般によくなるん違うかなと。将来どうしても人口

も減っていきますので、今300人の仮に方が療養病床を利用されておったかって、徐々

に徐々に、それはもう少し団塊の世代がどうなるかわかりませんけれども、やっぱり

減っていきますので、余りマックスを広げず、狭めてもっとほかの医療区分の低い人

が対応できるような体制をとらないと、必ず開院早々赤字が、大きな赤字が負担をさ

れることに私はなりかねないと、私は思っております。 

  実際、吉野病院でも、それも営業努力が悪いのかどうかわかりませんけれども、三十

数人しか患者さんを受け入れることができないというのは、それは実は営業努力だけ

じゃなくてスタッフの数も、看護助手なんかが余り少ないせいもありまして受け入れ

ができないというのも現実はあるんですけれども、そういうような状況でですね、180
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の医療療養病床というのは運営自体も大変やろうし、今もちろんいろんなところで病

院は入ってはりますけれども、その人らは、そしたら五條なり吉野病院ができました

ので帰ってきてねっていって、すぐに帰ってもらえる状態でも決してないと思います

ので、それが安定するにはまだまだ先のことになるし、人口が減ってくると180が埋ま

ることもなかなかとてもとてもしんどいなと私は、うちの吉野町ではそういうふうに

考えています。ですから、私は、先生は今三百何人といいましたけれども、私はそれ

はもう少し見直すべきかなというふうに思っております。 

  それから、次の話先生、あの…… 

○植田委員長 浜田委員、もう少しちょっとまとめて。ということは、地域医療センター

の定数については一応これ、今の話も以前にも聞かされております話ですし、一応決

定されておりますので、あとのことについてもう少し……、このことについてはこの

議会で決定しておりますので、確かに意見として拝聴しますけれども、もう少しまと

めてお願いいたします。 

○浜田委員 わかりました。すみません。 

  じゃ、医療療養病床はもう決まっておるということですので、赤字覚悟で皆さんどう

ぞよろしくお願いします。 

  在宅医療について、そしたらお願いします。 

  訪問看護ステーションというのは設置する準備がございますでしょうか。在宅医療セ

ンターはどこへつくるのかと。いわゆるここの地域医療センターの中に私は置くべき

だと思うんですけれども、というような話なんですよ。 

○植田委員長 松本副管理者。 

○松本副管理者 先ほど申しましたように、訪問看護ステーションといいますのは、議員

御存じのように、いわゆる介護保険で動いておられる患者さんというのが結構多うご

ざいます。我々が在宅医療を推進するという立場から、病院側から医療を提供すると

いう、どちらかというと在宅医療を支援する患者さんは、先ほど申しましたように医

療ニーズの高い、いわゆる医療保険で対応していくような患者さんを考えておるとこ

ろでございます。 

  介護側あるいは福祉の側なのかもしれませんけれども、そちらで対応していただきま

す介護保険を使った訪問看護とかっていうのも結構ございますので、そこについては、

病院は医療のニーズの高いところ、介護度の高いところは介護、訪問看護ステーショ
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ンでありますとかかかりつけ医の先生としっかりと連携しながら、福祉とかと連携し

ながらになるかと思うんですけれども、できましたら地域一体でケアできるようなシ

ステムにつながればいいかという意味のことを申しておるわけでございまして、我々

は医療を提供したいというところでございますので、その点が違うかと思っておりま

す。 

○植田委員長 春増委員。 

○春増委員 当委員会に付託された案件なんですけれども、るる説明をいただきました。

説明をいただいた中で本当にそれはそうだなということが結構、それと違うんと違う

かなということも結構あるんですけれども、まず１点。大きく分けて２点あるんです。 

  １点目は、これは整備事業のスケジュールの見直しということなんですけれども、説

明の中では、要するに一つ一つの案件に関してこれだけおくれました、３カ月おくれ

ました、３カ月おくれました、１カ月でした、何カ月でした、トータルとして10カ月

おくれましたという話なんですけれども、当然その案件に関しては同時進行も当然あ

ることやから、それが一つ片づかんとその次が片づかないということでは決してない

と思うんです。だから説明として、それはそれとしてされているんかどうか知りませ

んけれども、ただ何でそういうことを申し上げるかというと、５％が８％になり、こ

れがまた10％になるんですよ。だから期間がおくれればおくれるほどこの金額という

のは上がってくるのは当然の話なんですけれども、その辺のことに関して、スケジュ

ールに関してもっと厳しい、当然努力されているのはわかっているんですけれども、

厳しい態度で臨んでいただきたいというのが１点です。 

  それと、肝心なところは総事業費の見直しというところなんですけれども、百二十何

億ということから百五十何億、そして今現在190、本当にどんどんどんどん上がってい

って、それはそれだけが必要やから、後から考えてこういうことは要りますというこ

とでその足し算をされていると思うんですけれども、我々から見たらこれもいい、こ

れもプラスしたらいい、ついでやからこれもやってしまおう、汚い言葉で言いました

ら。そういうような感じでどんどんどんどん事業費がふえているんじゃないかなとい

う気がするんですよ。 

  だから、そうしたら結局、建設事業はもちろん県のほうのお金もいただくし、我々も

分担しなければいけない負担額があるということなんですけれども、それが実際に運

営されたら当然それを回していくランニングコストが要る。そういうことを考えたら
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本当に我々市町村がそれを負担できるんかなという心配がまず頭をよぎります。負担

額ということで１年間でこんだけ初期に関しては要りますよという出ているんですけ

れども、196億円に関してこれだけ要りますとなるんですけれども、最終的にこの病院

をつくるのに各町村どれだけのお金、つくるのにどれだけの金額をトータルとして負

担をしなければいけないかということを出していただきたいと思うんです。この196億

でしたら、例えば吉野町幾ら、川上村幾ら要りますよと。年間こんだけという100万単

位か何か出ていますけれども、こんなんじゃなしに各町村はこれだけのお金要ります

よということを出していただきたいと思うんですけれども、この２点。 

○植田委員長 どうです、まずスケジュールの件について、誰が答える…… 

  中野副管理者。 

○中野副管理者 まず初めに、スケジュールの関係でございます。春増委員のおっしゃる

とおりでございます。大変御迷惑をかけております。申しわけないなというふうに思

っています。特に言いわけがましいんですが、３病院ございます。別々の病院なんで

す。県の２つの病院、例えば今、新奈良と、奈良病院と三室病院でいろいろ議論する

場合、違いまして、県立五條病院と、それから町立大淀病院と吉野国保病院、それぞ

れ現場にですね、医師、看護師さん、あとコメディカルといいますか、医療技術者が

いらっしゃいます。それぞれの方々の御意見を聞きながら最終調整をしてきた経緯が

ございます。 

  これにつきましては、これも言いわけがましいんですが、40年、50年先を見据えたこ

の南和地域にふさわしい病院をきちっとつくっていきたい、医療体制を確保したいと

いう思いでございまして、そういったことも含めて面積であったり、医療機器といい

ますか、ハイスペックなものを入れたりということで、結果的に金額が膨らんだとい

うことで大変申しわけなく思っています。 

  ただ、最初にといいますか、説明の後に私申し上げましたように、いろんな今後、最

大限ですね、価格交渉でありますとか、経営支援とか、いろいろなことを含めまして、

最終的には建設コストの増高分といいますか、それと消費税のアップ分といいますか、

それについては、ぐらいの範囲内でおさめるような努力は引き続きですね、設計の見

直しも含めまして考えていきたいなというふうに思っておりますので、御了解をいた

だきたいと思います。 

  それと、今すぐには総事業費の市町村単位ごとの実負担額といいますか、イニシャル
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の部分でのお話だと思いますけれども、それは今ちょっとすぐに出ませんので、また

何らかの形でですね、早急に集計をいたしまして御報告をさせていただきたいという

ことでよろしゅうございますでしょうか。 

○植田委員長 副管理者、これねえ、負担率は決まっておるわけですし、総額も出ておる

んですから、言うたら算数ですから。出ました。 

  小西課長。 

○小西財務管理課長 失礼いたします。 

  春増委員さんからの御質問につきましては、このイニシャルコストで一体各団体幾ら

の一般財源が必要なのかというふうな御質問かなというふうに思っておりますが…… 

○植田委員長 課長、それ計算できているんやったら、ちょっとそれ表にでもして…… 

○小西財務管理課長 手書きでございますけれども…… 

○植田委員長 そしたら、春増委員、今とりあえず計算はできたらしいですが、最終的に

表にして５日の日に提示していただくということでよろしいでしょうか。 

○小西財務管理課長 ちなみに川上村さん、今計算させていただきまして、総事業費につ

きましては一般財源がトータル8,100万というところの部分でございます。 

○植田委員長 春増委員。 

○春増委員 結局30掛けたらええということですか。そういうことですね。 

○小西財務管理課長 はい。 

○春増委員 この表をこないしていただいていたら、ええ、こんな少ない金額でと思うん

です。だからトータルとしてはそれだけ要るということをはっきりみんなが理解して

帰らんと、これ持って帰ってやっぱりそれぞれの議会、それぞれの行政のほうで承認

をもらわなければいけない。ここで賛成して持って帰ってどうのこうのという話にな

ったらいかんから、ちゃんとした説明ができるようなことを我々が頭の中に入れて帰

らんといけませんので、あえてそういう質問をさせていただいたんですけれども、と

にかく期間に関しましても、本当にいい病院をつくらなければいけないというのは、

皆さんもそうです。私たち、ここに寄せてもらっている議員もそうなんですよ。だか

らそれはもちろんスピードも要ると思うし、お金のことも要ると思うし、すばらしい

医療機器をもってすばらしい病院をつくっても、最終的にそれを運営していくだけの

力がそれぞれの行政になかったらやっていけないと思うんです。だからその現状をち

ゃんと把握した上での設備なり投資なりが当然要ると思います。 
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  特に、五條の病院にしても、初めは全然計画になかった玄関棟ですか、そういうもの

に２億かけてつくるとかいうような話がどんどんと来ている。これが実際の病院の中

身のことにどう関係しているかなということが素朴な疑問としてあるんです。そうい

うことの考えというのを本当にやっていただきたいと、私はそれで結構です。 

○植田委員長 山口委員。 

○山口委員 春増委員のほうから大分、お話しされましたように、スケジュール的な部分

でございますけれども、設計の甘さというのがスケジュールにあらわれているんでは

ないかなと、こう思います。土地の高低差あるのは十分以前からわかっておった話で

すし、それに伴う造成費用がかかるのは当然の話でございます。その造成費用で擁壁

をつくらなくてはならない、それに伴ってまた今度大淀町がエレベーターをつくるわ

けですから、それに係る費用もまた大淀町の負担になっていくということでございま

す。その辺の設計の甘さ、そして五條病院も10億近く増額になるのは、地元としては

いい病院をつくってくれるからうれしい話なんですけれども、本当に当初から10億と

いう大金も何で始めからわからなかったのかなと。 

  先ほど春増委員も言われましたように、当初は120億で病院をつくろうという話がど

うしてこの190億、70億からの増額になった病院になるのかという、この１つの疑問を

私たちに議会へ持って帰って説明する上で投げかけられたときに、果たしてきちっと

私どもが説明できるんかなという一抹の不安があります。その不安をしっかり解消で

きるような説明というか、資料ももうていますけれども、私ども実感としてまだ納得

のいかない部分がございます。 

  特に、面積も広くし、そしていい機械も使いしておりますと、当然のことながらラン

ニングコストが増してくるかと思うんですけれども、このランニングコストについて、

できればきょうは無理な話でございますので、この議会最終日にはお示しできたらあ

りがたいと思うんですけれども、その辺いかがですか。 

○植田委員長 岡本副管理者。 

○岡本副管理者 座って失礼してお話しさせていただきます。 

  今お話しいただいた件につきましては、十分わかりまして、ランニングコストの根拠、

計算をということで今現在策定をしておる最中でございます。大きく分けて考えてい

ただきたいのは、このたび御理解いただいてイニシャルコストにつきましては、病院

で比較しますと減価償却費、そして企業債の利息というのが実際、病院の経費の中で
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は削除されることになるわけです。 

  したがいまして、そういうことを置きかえますと、今現在、３病院で交付金なしの金

額で約14億円ですね、赤字が出ております。それを今、引き直したりしながらですね、

また人事計画等々入れましてどうするかということで今検討しておる最中でございま

す。 

  御存じかと思いますけれども、収支シミュレーションというのは条件がいろいろあり

ますので、この最終日にどうかということでございますが、結論から申し上げますと

ですね、基本的な医療の関係とか、先ほど申し上げたようにこの議会で設備関係の最

終御承認をいただいた上でですね、詰めていく原案もたくさんございます。 

  それから、特に人事の問題につきましては、３つの病院をですね、統合するわけでご

ざいますが、今のままの病院でいいのかと。運営につきましてもですね、医師を初め

看護師、またそういった面で今後望まれる医療、救急医療という、ちょっと言い方を

変えますと、先ほどからも御質問ございましたように、14日間で極端にいいますと在

院日数を運営できるような、つまり救急の受け入れ態勢をどうするのか、そして各こ

の開業医の先生方からですね、紹介をいただける病院になるのかということと、専門

医の、極端に皆さんよく言われるよいお医者さんを集められるのかという中での手術

できる先生が集まるのかと、この辺がですね、かなりございます。私のほうとしまし

ては、シミュレーションとしましてはですね、３つの病院の実態をやはり何年間見て

ですね、収支を改善していくということが現実的ではないかなという考え方をしてお

ります。 

  つまり何を言いたいかといいますと、３つの先ほども説明ありましたように別々の病

院で今まで運営してきました。機能を救急病院で、大淀で新築するわけでございます

が、この病院というのは今までに３つの病院の中では運営したことはございません。

それと救急につきましても、皆さん方肌で感じていただいておると思いますが、今の

救急、受け入れ率がですね、40％なんです。まださらにちょっと下がっておる状況で

す。これをですね、断らない救急ということになりますと、非常にですね初期投資が

要りますのと、おっしゃるようにその体制をつくっていかないと、電話して救急車呼

んだけれども、断られる理由ばかり言われてですね、受けてもらえないということが

大きな今回の病院のポイントでございますので、そういったことが私どもは中期、３、

４年ぐらいの中ではですね、70％は確保できないかということで、今その辺を詰めて
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おるところでございます。 

  そういった面で、救急病院の運営をしております断らない救急病院を見学に行ってお

ります。やはりその中で大事なことはやはり受け入れ態勢、そしてあとですね、手術

のできる体制と先生方の連携というものがうまくいっておるところ、そしてこの自治

体の原点でございますやはりですね、協働に運営をしていくという連携体制が整えば、

ある程度、今運営しておる同規模ぐらいの病院で考えますと受け入れ率80％、そして

手術件数が2,000件ぐらいというところを比較しますと、おおむね黒字というんですか、

とんとんぐらいになっておる、少しの黒字になっておるという病院もございますので、

そういう病院を目指してやはりシミュレーションのほうを策定してございますので、

今、委員のお話しございましたように、私のほうでコスト的なですね、積み上げでで

きるものではございませんし、もうあとしばらく時間をいただきたいというように考

えております。したがって、年度内にはですね、その辺の概要をまとめまして、提示

できるように努めていきたいというふうに考えておるところでございます。 

○植田委員長 山口委員。 

○山口委員 二、三日ではできないというお話でございましょうかね。一度シミュレーシ

ョンを出されたことありますね、ランニングコストでね。それでお示しいただいてお

ります。それと比較して今度この部分で増築、または機械の、また床の面積のふえた

部分でシミュレーションというのはできないんでしょうかね。おっしゃる意味はよう

わかるんです。ただこの金額がふえたからこれだけのランニングコストがかかります

よというお示しをしていただくのが当然の話ではないでしょうかね。その先の話もわ

からないで今これを先に決めよという話はちょっと納得いかない部分がございます。 

  そして、答弁は後からで結構です。そして最後に中野副管理者からお話しされていま

したけれども、198億やけれども、もうちょっと下げますよというお話をされていまし

た。その担保はどこにあるんですか、それもあわせてお願いいたします。 

○植田委員長 中野副管理者。 

○中野副管理者 担保と言われると非常に困るんですけれども、入札しますと当然差金が

出ます。これは建設もそうでございますし、医療機器もそうでございます。一方で県

のほうに今追加支援というのをお願いしていますのは、五條病院が大規模改修にかわ

ったということと裏腹でございますけれども、土地の部分と評価額が当然下がるわけ

ですね。それだけ改修を要するということになりますと買い取り費用が、評価は高い
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というかある程度使えるめどで評価をしてあって予算に入れてある。当然そうなりま

すと、老朽化が非常に進んでいるということになりますと評価額が低くなりますので、

買い取り費用をもうちょっと下げてくれということを引き続き要望していきたいなと

いうふうに思ってます。 

  それからもう一つは、一番有利な起債は過疎債でございます。これは70％交付で措置

がございまして、大淀町を除きますと全ての構成団体の市町村が該当するわけでござ

います。それ以外に一般会計出資債というのが有利な、これは50％の交付税措置がご

ざいます。これが25年度末で切れるわけですけれども、今これを延長で去年から総務

省に対しまして延長要望を出しています。これがほぼ今認められるだろうという方向

で我々は総務省の室長のほうから聞いています。したがって、これが使えるのが26、

27、28年、３カ年の延長ということでございますので、この３カ年の延長がされる間

にこの有利な起債を使って、イニシャルについては先行投資になりますけれども、や

らせていただくことが結果として将来のランニングコストが助かるという見込みを持

っております。そういうことで御理解をぜひ賜りたいというふうに思っています。 

○植田委員長 今の副管理者の話で、さっきマックスで計算したという話ですよね。です

から、恐らく春増委員も山口委員も言われておるのは、まずイニシャルコストでそれ

ぞれ負担額がどうなるんだ、そして前回、最初のころに出されたシミュレーションの

中で、たしかランニングコストを入れてこれぐらいですよというのが、まだ協議会の

段階で一度出されたことがあったと思うんです。だから、そのマックスの状態でイニ

シャルコスト、ランニングコストを加えたらこんな金額になりますよというのを示し

ていただければ、今、副管理者はこれを超えることはありませんということでしたか

ら、その説明が我々としてもできるんではないかと。そういったものを作成していた

だけたらと、そういうことじゃないですかね。 

  中野副管理者。 

○中野副管理者 ちょっと誤解があるようでございますけれども、私が申し上げているの

は、投資コスト、イニシャルコストの話についてのマキシマムということを申し上げ

たつもりでございます。経常コスト、いわゆる繰り出し基準につきましては、前の協

議会の段階でですね、一定の負担割合というのは決まっていると。これにつきまして

は、もう皆さん方御存じだと思うんですけれども、国の基準を参考にしながら県、市

町村から年間６億2,000万余を繰り入れることによって病院経営を行っていくというこ
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とで一応協議会の中では決まっているというふうに私どもは理解をしております。 

  ただ、先ほど岡本副管理者のほうから説明しましたように、具体的にシミュレーショ

ンをもう少し精査をした上でどうなんねんということにつきましては、先ほど今年度

中に一定の精査をした上で改めて御報告をさせていただくということで御理解を賜り

たいというふうに思います。 

○植田委員長 山口委員。 

○山口委員 できないというのであればできないんでしょうね。はい。ですので、しっか

り早いうちに、近いうちにですかね、やっていただきたいと思います。 

  そして、県のほうの土地の譲渡云々の話がございました。あの土地のもともとは五條

市の部分で大変たくさんの土地を譲渡させていただいております。この五條病院の建

設に当たってなんか昔のお話があって五條市が譲渡したように聞いておりますけれど

も、その辺のことも考慮していただいて、できるだけ県のほうに軽減を、買収等のこ

とは軽減していただくということでお話を進めていただきたいと思います。 

  私は終わります。 

○植田委員長 ほかに、浜田委員。 

○浜田委員 すみません、今のちょっとランニングコスト、それも初歩的な話かわかりま

せんが、イニシャルコスト、これ各市町村、自治体、負担率があって決められており

ます。当然ランニングコストで万が一赤字というようなことになりますとそれもこの

負担率で皆さんが負担されるということでよかったんですか、それは始めから決まっ

ておるわけですね。ちょっと確認します。 

○植田委員長 運営経費っていうのですかね。中野副管理者。 

○中野副管理者 具体的に３病院の供用開始後といいますか、病院運営が始まってからの

負担割合というのは具体的に決まっておりません。ただ先ほど言いましたのは、繰り

出し基準というのがありまして、これについては６億2,000万を県と市町村で繰り入れ

ると。実際に一番問題なのは、そういったことで病院の経営の赤字が継続をすると、

仮にですよ。仮にそういった場合に、地域医療の提供に支障が生じるような場合どう

するのかというふうな場合は、負担割合というのは実際は決まっていないわけでござ

います。これはできるだけ、先ほど言いましたように収支シミュレーションも含めて

精度を上げながら、できるだけ基本的には効率的、健全な病院経営ができるような努

力をしていくということでございまして。 



－41－ 

○植田委員長 浜田委員。 

○浜田委員 ということは、もちろん赤字なんか誰も望みませんけれども、決まっていな

いんですか、今の段階では。そういうことですね。 

○植田委員長 中野副管理者。 

○中野副管理者 基本的には繰り出し基準の範囲内で営業努力、病院経営を行っていくと

いう前提に立っております。 

○植田委員長 岡本副管理者にちょっとお願いですが、今、山口委員あるいは春増委員か

ら言われているいわゆる表ですね、それぞれの負担のランニングコストも含めた、そ

れはどうですかね、12月議会までには無理ですか、ちょっと出していただきたいんで

すけれども。 

  岡本副管理者。 

○岡本副管理者 すみません。座ったままですみません。 

  その内容につきまして、特に御存じかと思いますが、人件費の比率をどうするかとい

うのが黒字と赤字の要因の１つになっております。したがって、３病院のところでで

すね、何を言いたいかといいますと、ちょっと整理して言いますとね、３つの新規の

こういう病院をつくりますということであれば定員もはっきりし、役割もはっきりし

できるわけですが、３つの病院の統合と地域の医療を守るということがございますの

で、そういった面でのやはり人事計画とか、そういったことが金額的なウエートも今

のところ人件費比率が七十数％に３つの病院を足しますとなっておりますので、それ

を健全経営となりますと低くても60％以下、御存じの方は55％ぐらいを目指せという

ことを言われておりますので、ただ先ほど、最初に申し上げましたように、イニシャ

ルで減価償却とか企業債利息の分が負担要りませんので、その範囲を考えたですね、

人事計画というのが若干12月までの問題の中でですね、時間を要するのでちょっと憂

慮、年度内ということで憂慮を願いたいという理由でございます。 

○植田委員長 ということは、12月までには無理ということですね。 

○岡本副管理者 ただここでお話しさせてもらいたいのは、よくなりました、当然管理費

は少し上がると思います。電子カルテも行いますので、今までと違う形で運用をしま

す、連携も行います。したがって、そういう医療についての質、そして皆さんが救急

でですね、されたときに見てもらえるということについては、そういう体制はきちっ

としていきたいと思っておりますので、そういったことの実はできておる病院が今ご
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ざいません。したがって、その辺の流れですね、特に医者とかそのスタッフのことも

ございますので、若干人と言われますけれども、そういう人材が必要なことはわかる

んですが、先投資してですね、人を投資してランニングコストでどう反映するのかと

いうところがですね、一番重要なことかと思っておりますし、また大事なことでござ

いますので、そういう病院運営の基本ということで御理解をいただき、できるだけで

すね、今のお話を聞いておりますと、議会での対応、また説明についてあれしておら

れますので、作業の途中でですね、もしそういうものが参考になるものがあれば提供

できるように努力はしたいと思いますが、基本的に収支というものはトータル的にで

すね、ある程度方向を決めまして、その中でどういう対策をしていただく、またどう

いう運営をするかということになってこようかと思いますので、御理解のほどよろし

くお願いします。 

○植田委員長 副管理者、ここで大淀町の副町長もされていて、この議会でも何回も答弁

されていると思います。ですから、議会でそれぞれの議員さんがそれぞれ持ち帰られ

て、また行政の方々がそれぞれの議会で説明されるんですから、その辺のところはこ

の大きな、いわばちょっと想定外のですね、大きな増額ということになっているんで

すから、そこのところを少しよく考えていただいて、ぜひ完璧ということではなくて

も、大体こんな感じになりますというようなことをお示しいただければ、そうすれば

今皆さん方が熱意を持ってこうやってすばらしい病院をつくるんだということもあわ

せて説明するために、そういった資料をぜひともそろえていただきたいと、このよう

に思います。 

  ほかに。質問は。 

  吉井委員。 

○吉井委員 すいません。下市の吉井でございます。 

  関連質問になるんですが、ちょっと初歩的な質問で申しわけないんですけれども、い

ろいろ運営に対しての赤字にならないように頑張っていきたいということでおっしゃ

っておられるんですけれど、今現在、先ほどからの答弁の中で統合されるということ

をお伺いしております。それで今現在ある病院が赤字を抱えておられるのかおられな

いのかわからないんですけど、スタート時点でそれらを、負債を背負われてのスター

トになるのか、ならないのか、その辺をちょっとお伺いしたいと思います。 

○植田委員長 岡本副管理者。 
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○岡本副管理者 座って失礼いたします。 

  今、赤字の累積等、また赤字につきましては、今、管理していただいております構成

団体で全て負債等については責任を持って処理していただくということになっており

ますので、その赤字を引き継ぐということはございません。 

  以上でございます。 

○植田委員長 よろしいですか。はい。吉井委員。 

○吉井委員 すいません。御答弁ありがとうございます。 

  それと、先程の、この今回の病院については住民さん、かなり、地域の住民さんにと

ってはかなりの関心が高い件でございますので、先ほどちょっと説明の中で、目指す

べき医療の目的に向かってということでお言葉をいただいておりました。その目的を

ちょっと今議会が終わるまでに委員長にお願いしたいんですが、書面ででも目的を明

記して私どもにいただければと思うんですが。わかりやすい……。 

○植田委員長 なかったんかな。ああ、パンフレットか。ありましたね。あったと思いま

すので。またちょっと事務局の方でお願いいたします。 

  山本委員。 

○山本委員 下北山の山本です。 

  先ほどの春増委員さんからの質問に重なるんですけれども、この整備事業のスケジュ

ールの見直しの件なんですけれどもね、安全面を考えて慎重にやったということでそ

れは理解できるんです。ただね、こういうことは当初に予測といいますか、わからな

んだんかなと。そのことで３カ月もおくれるということにスケジュールなっています

よね。これはちょっと理解、理解しがたいといったら失礼ですけれども、最初に設計

とかそんなんできてきたときに現場と照らし合わせてやっておるはずなんやから、こ

れは予測できなんだんかなというような気がします。 

  我々、これを持って帰って説明を受けたことで、我々の議会で聞かれたときに、いや、

こないなってまんねや、そんなもの当初わからなんだんかいということを絶対に聞か

れると思うんですよ。ですからその辺のことについてもうちょっと説明してもらわん

とね、我々地元に帰ったときに困るんですよ、これでは。 

○植田委員長 本課長。 

○本医療企画課長 ただいまの御質問でございますが、用地購入時にも土地の形状、高

低差があることは当然わかって購入しております。もともとの福神の土地につきまし
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ては、第１種の中高層住居専用地域でございまして、近鉄のほうでは中高層のマンシ

ョンを建てることを想定しての区画として整備したものでございます。 

  組合におきましては、設計業者が決まってからなんですけれども、その土地、ちょう

ど真ん中に町道、公道でございますけれども、入っておる高低差もあるというところ

で、どういう玄関の位置、駅からのアプローチ、また看護専門学校を含む附属建物と

の配置、そういったところも含めて、さらに敷地内の高低差をどう緩和するか、南北

軸で10メートルの高低差がございます。この10メートルの高低差をマンションでした

ら健常者の方が多いので結構でございますが、病院という足の悪い方についても安心

して高低差を緩和するのにどうしたらいいかということを考えるために、こちらの資

料の３ページにも書いていますようなことで時間を要したということでございまして、

決して始めからわからなかったのが急に設計段階で高低差があることがわかったとい

うことでもございません。その高低差をどうクリアするかというプランをつくるのに

時間がかかったという内容でお考えいただきたいと思っております。 

  あと少し技術的なところを施設整備課の笠置課長から補足させていただきたいと思い

ます。 

○植田委員長 笠置課長。 

○笠置施設整備課長 施設整備の笠置といいます。座って説明させていただきます。 

  先ほど敷地購入時点での内容については本課長のほうから説明がありましたが、そ

の３カ月の中でですね、土の排出量もかなり出るということがわかりまして、それを

できるだけ抑えるため、コストダウンするためにですね、当初、６万立米ほど排出土

量を見込んでおったんですが、それではかなりのお金がかかるというところを敷地の

中でできるだけ更地といいますか、段差をなくして駐車場の確保で、あと救急病院、

看護専門学校、院内保育所等の配置計画も踏まえてですね、３万立米に減少させたと。

そういうことによってコストダウンを図っておりまして、実際的には擁壁と駐車場計

画とあとアプローチ計画、そういうのに時間を要したというところでございます。 

○植田委員長 山本委員。 

○山本委員 いや、そちらね、わかるんですけれども、要するに図面を引いたときに土地

の状況がわかっとんやったらそれは織り込み済みじゃないんですかと私言いたいんで

すよ。土地の状況はわかっておったわけでしょう。そのときに絵を描かせたらね、こ

こちょっとこうなっておるので、現場と照らし合わすとそご出てくるんやということ
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で、その時点で図面というか、設計とかいろんなところが変わってくるんじゃないん

ですか。それをできて今動こうかというときに、安全にとか、いろんなことを考えて

やり直します、３カ月おくれるということでは説明できないというんですよ、帰って。

それは当初のときに、コンサルが書いたんか、設計会社が書いたんか知りませんけれ

ど、その人らも現状を見てこういうあれもどうですかって出してきたときにそれがわ

からなかったんですかと言ったんです。 

○植田委員長 本課長。 

○本医療企画課長 当初と申しておるのが、設計会社、委託業務によって始めたのが昨

年の７月でございます。その当初と申すのは、特に専門的な設計会社などのコンサル

ティングも入っておったわけでもなかなかございませんでして、始めから設計業者、

内藤建築事務所が決まるまでにそれぐらいはわかっておったんではないかという問い

方をされると、申しわけございません、その時点当初という、設計会社が決まるまで

ではそこまでは緻密な計画、プランニングもしておりませんでしたのでわからなかっ

たと言わざるを得ないという状況でございます。 

○植田委員長 山本委員。 

○山本委員 そういう説明ならそういう説明しますけれども、それ、しつこいようですけ

れども、じゃあれですか、設計会社がどないかしてちゃんとしてもらったらここはこ

うしたほうがよろしいですよということで３カ月おくれてしまったということなんで

すか、おくれる状況になったということなんですか。 

○植田委員長 本課長。 

○本医療企画課長 決して設計会社に全て任せているわけではございませんでして、特

に有識者の病院建築に対する大学の教授２名をも含めてたび重ねての建物配置計画、

駐車場計画、アプローチ計画などの綿密な打ち合わせを行って、それで時間がかかっ

たということで、設計会社がそれをつくるのに３カ月余計にかかったという意味合い

ではございません。そういった形で念入りに、今後、中野副管理者が申したように何

十年も使う施設ですので、念入りに設計したというふうにお考えいただけたらと思っ

ています。 

○植田委員長 山本委員、よろしいですか。山本委員。 

○山本委員 これ以上お聞きしてもあれだと思うので、とりあえずといいますか、とにか

くここに書いてあるように、安全な利用者の利便を考えたことでやってもらったら、
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それはそれで結構なんですけどね、もっと今聞いた説明ではちょっと納得しがたいで

すけれども、よろしいです。 

○植田委員長 ほかに質疑のある方。 

 浜田委員。 

○浜田委員 先ほど、一番最初に松本先生にいろいろ療養病床の話もいろいろ聞かせてい

ただきました。まだ療養病床の数はもう決まっておるということですのであれですけ

れども、まだこれからいろいろと地域医療センターにしろ、基幹病院にしろ、具体的

なもう少し詰めたソフト的な話が進められると思いますけれども、今、松本先生、五

條でされております応急診療所、夜間休日診療というふうな部分もですね、ぜひこの

３病院どこでもいいんですけれども、ぜひどこかで進めてもらいたい。これはどうも

自治体の責任で行っておるというのは聞いているんですけれども、この際皆さん自治

体がたくさん集まってやっておられますので、そういうような部分も加えてこれから

検討していただきたいと。新しい病院には期待される住民もたくさんおられます。も

ちろん医療の質もそうなんですけれども、時間的な問題、日曜日はどうなんねやろう、

夜はどうなんねやろうというのは、一番子供さんを持つ親御さんは大変心配もされま

すので、今、先生、五條でもされてくれておるんですけれども、広範囲で……。五條

単位でしてくれておるんです。わかりました、わかっています。ですから、この広域

でもできるようなシステムをですね、この組合で話をする話かどうかは次の話として

ですね、それをぜひ進めていただきたいと思います。 

○植田委員長 松本副管理者。 

○松本副管理者 別に私は応急診療所をやっているわけじゃございませんでして、あくま

でも市と医師会が連携してやっておられることに対して、五條病院はいわゆる医療資

源として医師がそこに支援させていただいていると、そういう立場でございますので、

そこは誤解のないようにお願いいたします。 

○植田委員長 中野副管理者。 

○中野副管理者 先ほど春増委員から御指摘ございまして、例の、単年度じゃなしに30年

間の各市町村の負担分、今、資料ができ上がりましたので今配付させてもらってよろ

しゅうございますか。 

○植田委員長 資料できたんでしたら配付してください。 

  小西課長。 
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○小西財務管理課長 ただいまお配りさせていただきました資料につきましては、先ほど

春増委員から御指摘がございました構成団体の総額、一般財源投入分についてお示し

させていただいている資料でございます。上段の枠の中が総額の部分で、欄外、単年

とお示しさせていただいている部分が今回附属資料でお示しさせていただいておりま

す22ページの数字でございます。下段につきましても同じような内容でお示しさせて

いただいている部分でございます。 

  以上でございます。 

  総額といたしまして、22ページの数字を30倍させていただいている部分の数字を表中

に、22ページの数字につきましては欄外に単年という形でお示しさせていただいてお

ります。 

○植田委員長 あ、はい、はい、はい。はい、わかりました。 

○小西財務管理課長 ただ、この金利につきましては、下段のほうにお示しさせていただ

いておりますが、金利を今現状の数値よりも若干高く……、というのは、お示しさせ

ていただいておるのが前回、上段にお示しさせていただいております23年11月７日時

点での金利と同金利を入れさせていただいて比較のほうをさせていただいております。

今後の経済動向によりまして、起債金利は変わることが予想されますので、あくまで

もその部分での数字だということで御理解いただけたらというふうに思っております。 

○植田委員長 この表についての何か質疑はありますか。特にないですか。 

  ちょっと申しわけないですが、予算とこのスケジュールに関して。もし、でしたら後

でその他のところで、はい、お伺いしますので。はい。 

  今、きょう現在出されております5,000万円の補正予算と、それからスケジュールの

変更についての質問につきまして、ほかにございませんか。 

  それでは、これで質疑を打ち切りたいと思います。 

  一応、討論に入りたいと思いますが、討論のある方は挙手をお願いいたします。 

  討論なしのようでありますので、討論なしと認めますが御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 異議なしと認めます。 

  よって、これをもって討論を終結し、これより採決に入ります。 

  本案については、起立採決により採決を行いたいと思いますが、これに御異議ござい

ませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 異議なしと認め、さように決します。 

  議第５号、平成25年度南和広域医療組合一般会計補正予算（第１号）（案）について、

原案に賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○植田委員長 ありがとうございます。 

  起立多数であります。 

  よって、議第５号、平成25年度南和広域医療組合一般会計補正予算（第１号）（案）

については原案どおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────────── 

◎その他 

○植田委員長 続きまして、会議次第、報告３、その他、人事案件報告、新設する救急病

院の病院長について、理事者の説明を求めます。 

  杉本事務局長。 

○杉本議会事務局長 お手元、委員会資料24ページをお開きいただけますでしょうか。 

  今般、医療提供体制の再編・構築に際しましては、医療従事者の確保、特に質の高い

医師の確保が最重要、喫緊の課題であると認識しておるところでございます。そのた

めにも新しく設置いたします救急病院（急性期）の病院長につきまして、早い段階で

の選任が必要と判断いたしました。それにつきまして、資料左側、上段枠囲いの部分

でございます。先週、10月23日、平成25年度第１回運営会議におきまして御承認賜っ

た分でございますが、新設する救急病院、急性期の病院長といたしまして、県立五條

病院、私ども組合の副管理者でもございます院長の松本院長を選任するということに

ついて御承認賜ったものでございます。その人事案件について当委員会で改めて御報

告するものでございます。 

  なお、資料右側でございます。選任に至るまでの経緯につきまして記載いたしており

ます。私ども組合のほうから県、組合の構成団体でございます。 

  また、私どもの医師の主な派遣元でございます奈良県立医大の設置者でもございます

県のほうに病院長の選任につきまして推薦を求めたところでございます。推薦に際し

まして、県のほうといたしましては、資料右側に記載しておりますように、多角的か

つ公正な視点から幹部職員の選考を行い、また体制を擁護、支援するという趣旨から、



－49－ 

南和公立病院新体制支援委員会を設置いただいております。審議事項につきましては、

中ほどに記載しておりますように、病院長を初めとする幹部職員の選考等々でござい

ます。委員の構成といたしましては、25ページに具体、名前を記載しておりますが、

県立医大学長を初め４名、あと幅広く外部からということで、県の病院協会から１名、

設置者でございます県のほうから２名の委員構成でございます。 

  委員長といたしましては、奈良県立医科大学の学長、吉川学長にお願いされたという

ことで聞き及んでおります。この委員会におきまして、また資料右側に戻っていただ

いて、10月８日の日でございます。第１回南和公立病院新体制支援委員会というのが

開催されまして、その中で県立五條病院の松本院長を推薦するということで決定した

ということでございます。 

  その経過を踏まえまして、10月21日に県のほうからその内容について御推薦を賜った

ところでございます。その推薦を受けまして、先ほど申しましたように10月23日の第

１回運営会議におきまして当該人事案について御承認賜ったところでございます。 

  なお、今後の予定につきましては、地域医療センター（五條・吉野病院）の病院長及

び救急病院の副院長等につきまして、改めて推薦を依頼する予定でございます。 

  以上が新設する救急病院、急性期の病院長に係る人事案件の御報告でございます。 

○植田委員長 説明が終わりました。 

  質疑に入ります。 

  ただいまの報告事項に関して質疑のある方、挙手をお願いいたします。 

  ないようでありますので、以上で質疑を打ち切ります。 

  そうしましたら、この機会ですから、先ほどの吉井委員。何か、１点だけあったと、

はい。 

○吉井委員 失礼させていただきます。 

  30年も起債を抱えるということで、30年、長期にわたるんですが、組合のほうで10年

後、20年後、30年後、その各年によって吉野郡、また五條市の人口の比率というか、

人口がどれぐらいの推移になっているかという、多分シミュレーションされていると

思うんですが、それをちょっと教えていただきたいと思っておりまして、すぐにわか

りますか。 

○植田委員長 本課長。 

○本医療企画課長 私どもの医療企画課のほうでは、患者の人口構成別ですね、という
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ものを厚労省でよく資料で出ております患者調査、または人口動態につきましては住

民基本台帳の人口推計という統計資料とかございますので、それらを用いております。

今後の動向といたしまして特に重要視しておるのが、現在からですね、例えば区切り

がありまして、平成37年、今から12年後、10年ではないんですけれども、12年後ぐら

いでは75歳以上の人口が現在約１万5,000人よりさらに微増いたしまして１万5,400人

程度になるという人口推計がございます。ですから、この状態というのが今後20年、

平成42年ぐらいまでが75歳以上の人口がふえていく。ここでピークを南和地域は迎え

まして、そこからはだんだん総人口の減少とともに75歳以上の人口も減っていくとい

うトレンドが出ております。 

  ですから、医療の提供体制といたしましては、やはりこの75歳以上の人口のピークを

迎える平成42年、今から20年強、17年先でございますが、これぐらいに多分医療需要

のピークも訪れるのではないかというふうに考えておるところでございます。 

○植田委員長 吉井委員。 

○吉井委員 すみません、万人にかかわる医療のことを伺っておりますので、75歳以上の

話を聞いているんではないんですよ。それで吉野郡と五條地域の人口推移を教えてい

ただきたいということですので、また後日でも結構ですのでまたよろしくお願いいた

します。 

○植田委員長 ほかにございませんか。 

  総人口について、また後ほど資料を提出してください。 

  浜田委員。 

○浜田委員 先ほど松本先生、失礼しました。五條市がやっているということはわかった

んですけれども、そういうような表現をして、すいませんでした。ぜひまたこれから

もまたそういう計画をつくっていただきたいというふうな話をさせていただきました

ので、また、どうぞよろしくお願いします。 

○植田委員長 ほかに御意見のある方はおられませんか。 

  ないようでありましたら、以上でその他事項の質疑を打ち切ります。 

  以上をもちまして、本日の当委員会で予定しておりました事項の全てについて審議が

終了いたしました。 

─────────────────────────────────────────────── 

◎閉会中の継続審査事項について 
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○植田委員長 続きまして、会議規則第67条の規定により、閉会中の継続審査事項として、

組合規約第４条に定める組合の共同処理する事務全般について、議長に申し出たいと

思います。 

  その理由としては、前回と同様に、業務等の進捗に応じた理事者側からの報告事項等

について、当委員会で審議するためであります。 

  お諮りいたします。 

  当委員会の閉会中の継続審査事項として、組合規約第４条に定める組合の共同処理す

る事務全般について、議長に申し出ることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 異議なしと認めます。 

  当委員会の閉会中の継続審査事項として、組合規約第４条に定める組合の共同処理す

る事務全般について、議長に申し出ることに決しました。 

  次に、５日に行われます本会議におきまして、当委員会での審査の経過と結果につき

まして委員長報告を行うことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 異議なしと認めます。 

  当委員会での審査の経過と結果につきまして、本会議で委員長報告を行うことといた

します。 

  議長の取り計らいをよろしくお願いいたします。 

  以上をもって、本会議より付託を受けました議案及びその他の予定案件は全て議了い

たしました。 

  お諮りいたします。 

  あすに予定しておりました本委員会を休会とし、これで今期定例会における会期内の

病院建設運営委員会を閉会したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○植田委員長 異議なしと認め、さように決します。 

─────────────────────────────────────────────── 

◎閉会宣言 

○植田委員長 最後になりましたが、委員各位の御協力によりまして、円滑に審議を進行

することができましたことを感謝申し上げます。 
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  これをもちまして、病院建設運営委員会を閉会いたします。 

  どうもありがとうございました。 

閉会 午後 ４時２６分 

─────────────────────────────────────────────── 



－53－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成２５年１０月３１日 

 

 

 

        委  員  長    植   田   順   作 

 

 

 

        署 名 委 員    山   本       敏 

 

 

 

        署 名 委 員    新   谷   五   男 


